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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２９年３月８日（水曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 一般質問について 

日程第 ３ 議案第４６号 洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担 

             金の徴収に関する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第４７号 児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理について 

日程第 ５ 議案第４８号 洞爺湖町税条例等の一部改正について 

日程第 ６ 議案第４９号 洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

             の基準に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第５０号 洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

             及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防 

             のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部改正につ 

             いて 

日程第 ８ 議案第５１号 西胆振消防組合の共同処理する事務の変更及び西胆振消防組合 

             規約の変更について 

日程第 ９ 議案第５２号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号） 

      議案第６６号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号） 

日程第１０ 議案第５３号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算 

             （第３号） 

日程第１１ 議案第５４号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

日程第１２ 議案第５５号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算 

             （第４号） 

日程第１３ 議案第５６号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

日程第１４ 議案第５７号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算 

             （第３号） 

日程第１５ 議案第５８号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１５まで議事日程に同じ 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１３名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 

  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 

  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  君 

  ９番   板  垣  正  人  君   １１番   篠  原     功  君 

 １２番   大  西     智  君   １３番   下  道  英  明  君 

 １４番   佐 々 木  良  一  君    

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（１名） 

 １０番   七  戸  輝  彦  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 

 

森     寿  浩  君 

総務部長

兼 

総務課長 

伊  藤  里  志  君 

 

経済部長 

 

澤  登  勝  義  君 

洞爺総合

支 所 長 
大  西  康  典  君 

企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 

税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 住民課長 山  本     隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 

観光振興

課長兼洞

爺湖温泉

支 所 長 

佐 々 木  清  志  君 
産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 

建設課長 八 反 田     稔  君 環境課長 若  木     渉  君 

上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 

庶務課長 山  崎  貞  博  君 
農業振興

課 長 
杉  上  繁  雄  君 
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会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 
農業委員会 

事務局長 
片  岸  昭  弘  君 

教 育 長 遠  藤  秀  男  君 
社会教育

課 長 
永  井  宗  雄  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 毛  利  敏  夫 

庶務係長

兼 議 事 

係 長 

平  間  義  陸 

庶 務 係 阿  部  は る か   
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣言 

○議長（佐々木良一君） おはようございます。 

  現在の出席議員は13名であります。 

  七戸議員から欠席の届け出が出ております。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、11番、篠原議員、12番、大西議員

を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） おはようございます。 

  ただいまから一般質問をさせていただきます２番の越前谷でございます。 

  毎回申し上げておりますけれども、一般質問というのは理事者と政策論争をする場でもあ

あるわけでありますから、できるだけ大局的に質問させていただきますが、若干、具体的、

詳細についても触れるかと思いますので、その点についてはご容赦願いたいと思うわけであ

ります。 

  今回の一般質問で２件の通告をさせていただいております。１件目は洞爺湖町の成長戦略

について伺ってまいりたいと思います。それから、２点目は、漁業振興についてでありま

す。この漁業振興については、12月の議会でも取り上げたわけでありますけれども、行政の

産業課のほうから、一生懸命受けて立つために勉強していたにもかかわらず、余り聞いてく

れなかったという声も聞かされたわけでありまして、それならばという思いで通告はさせて

いただいたわけでありますけれども、生だらな質問だけは避けてほしいという声もあります

から、できるだけ簡潔に質問させていただきたいと思うわけであります。 

  １点目の洞爺湖町の成長戦略についてであります。 

  ここに書かれておりますように、地方創生の地方版総合戦略は、2015年度から５カ年、進

む地域の疲弊は待ったなしで進んでおる昨今であるわけであります。資源を共有し、利活用

した胆振中部、胆振西部の広域連携を前進させるべき時代に来ているのではないかと思って

おります。したがって、理事者の見解を伺うわけであります。 

  最近、マスコミ報道でも、あるいはまた、当町の広報資料を見て非常にむなしい思いをし

ますし、悲しい思いもするわけであります。それというのも、18年に町村合併をいたしまし
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て、洞爺湖町が誕生したときには、１万1,221名でございました。昨今は、28年12月31日現

在でありますけれども、9,194名まで減少しておりまして、この３月で11年になるわけであ

りますけれども、2,000名も減少しております。2,000名の減少というのは、過疎の村が全部

消えてしまうような、そういう人口減少が進んでいるわけであります。 

  2015年度の近隣の人口密度の統計をとったわけであります。これは、３市３町でございま

すけれども、３市３町の中で１町だけ人口がふえた。何名ふえたかというと、１名でありま

す。そして、その１町も壮瞥町であるわけであります。減になるよりも、１名であってもふ

えたわけでありますから、これはそれなりに努力の成果であるとか、いろいろな要素が重

なっての増ということになったのでしょう。 

  今はそういうことでございますから、政府の地方創生ということを打ち出して、何とか人

口減少を防ぐことができるのではないかということで、そのことが地方版の総合戦略である

わけであります。これも先ほど申し上げたかと思いますけれども、2019年度まで５カ年、３

年目に入っております。 

  平成28年12月、全国の統計を公表させていただきますが、人口減少の克服や東京一極集中

の是正を目指す取り組みについて世論調査をいたしました。 

  そういたしますと、地方創生が進んでいないという自治体が77％であります。それから、

一極集中を是正するべきだというのは75％になっているわけであります。我が町の洞爺湖町

は、この地方創生の進捗状況や、地方創生の総合戦略の中で、これからまちづくりを進めて

いくだろうと思いますけれども、この統計になったならば、どういう判断をしているのか、

まずその辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 国は、少子高齢化の進展に的確に対応し、また人口減少に歯

どめをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい

環境として将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創

生に関する施策を総括的かつ計画的に実施することとして、2015年から始まっているところ

でございます。 

  このような中、洞爺湖町においては、子育て応援、移住定住促進、地域ＰＲ活動助成、ま

た観光誘客促進事業並びに地域消費喚起としてプレミアム商品券の発行などを行っておりま

して、その事業につきましては9,767万9,000円の事業を行ってきたところであります。 

  この金額に関しましては、ほとんどが国の交付金でありますけれども、この事業の成果と

いう部分はありますけれども、そうした分では壮瞥町が１名増という形の中で新聞等でも発

表されているところでありますけれども、平成27年度、洞爺湖町において社会増減、転入と

転出の差でありますけれども、マイナス７という数字、これは今までよりも縮小されてきて

いるところであります。ただ、問題としては、亡くなられる方と出生の数の差がまだまだ大

きい中で、議員がおっしゃるとおり、この10年間の中で人口減少が進んでいるのが現状であ

ります。 
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○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  振り返ってみて、この日本の人口減少が進んだのは、いわゆる21世紀からということであ

ります。そういう21世紀からの人口減の時代に入っているわけであります。もちろん洞爺湖

町もそうでありますけれども、いろいろと全国津々浦々で過疎化が非常に進んでいるわけで

あります。一方、東京の一極集中が続いております。その東京では、女性１人が生涯に産む

子どもの数を示す合計特殊出生率は全国でも最も低いということです。こういう状況であり

ますから、日本の人口がふえるということは、現段階では希望が失われるような状況になる

のではないかと思っております。 

  私は、今回の一般質問の中で、特に理事者にお伺いをしたいと思うのは、これからの洞爺

湖町の進路、航路はどういう方向に行くのかということです。真屋町長は一生懸命汗水を流

して、いろいろな将来ビジョン、きのうも大きな夢を語っていただきました。そうしたこと

も含めて、いろいろと施策、方策も含めてこの何年間は、いろいろな財源事情からいっても

も、それを乗り越える力量を十分出してきているなという評価をさせていただいております

けれども、昨今の住民の方々の動向を見ていると、住民の行動範囲が非常に広がる一方であ

ります。いわゆる職住分離が進んでおります。 

  住民の方々は、行政の境界を越えて、非常に広範囲への動向が鋭くなってきていると思い

ます。主婦たちの買い物も、地元で買い物をしていただきたいという思いもありますけれど

も、隣町まで買い物に行く、あるいはまた、隣町の大型店やスーパーや道の駅あたりで買い

物をするということが非常に多くなってきております。したがって、そういうことを考えれ

ば、行政だけが境界線を意識するという時代ではないのではないかという思いを持っており

ます。 

  私も今、議員として行政に参画にしているわけでありますから、自助努力によってこの町

を大きく飛躍させなければならないという強い思いを持っておりますけれども、住民のニー

ズからいって、住民の動向を考えると、やはり広域行政のあり方や行政間の連携というもの

をもう一歩踏み込んだ方法論、あるいは施策、方策を打ち出していく必要性があるのではな

いかという気がしてならないのであります。 

  今、地方の疲弊は待ったなしで進んでおります。努力をしているのだけれども、その努力

を超えるかのような疲弊が待ったなしで進んでいるわけでありまして、私は、そういうこと

を考えると、当初、私も議員になったころは、元の町長とも議論させていただきましたけれ

ども、広域行政のあり方を抜本的に見聞を図るとか、そういう時代に来ているのではないか

という気がしてなりませんので、理事者のその辺の見解を伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、一つの町だけで何ごともできれば、これにこしたことはないと私

も思います。しかし、現在、世の時代の流れの中で、地域で助け合っていかなければならな

い、そういう時代に来ているのも確かだと思っております。今現在、私どものまちには、過
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去におきまして、小さなお店屋さんが十数軒あったように記憶しております。中には、お酒

を専門に扱うお店、たばこを専門に扱うお店、そして、生鮮食料品を扱うお店、家具屋さ

ん、カメラ屋さん、そういうお店もあったわけでございますが、今見てみますと、商工会も

頑張っていただいておりますけれども、数限られたお店になってきています。今の物流の中

で、コンビニエンスストアというお店も私どもの町に来ております。その中で、それぞれ皆

さん頑張ってここでご商売をなさっているわけでございますが、特に買い物等にありまして

は、今、私ども町にも中型店舗が２軒ほどございます。その中で、地元で買っていただく、

特に行政としましても、プレミアム商品券の発行、洞爺湖ぐるっとプレゼント券の発行等を

通じて、地元で何とか消費をしていただきい、こういう展開をしているわけでございます

が、ややもすると、今の時代、一家に何台も車がある、ちょっと足を伸ばせば大型量販店が

すぐ近くにある。そんなことから、どうしても生活の課程の中で車を利用しながら買い物を

すると。隣町、そして、都市部のほうに行って買い物をする。これも残念ながら今の時代の

風潮なのかなというふうには思っております。 

  とにもかくにも、そういう地域に出ても、やはり最後は自分の家に戻ってきて、この地に

住み、この地に住んでよかったなと、そういうまちづくりをしていかなければならないなと

いうふうに考えているところでございます。 

  これがまず１点目でございますが、その中で、今、議員がおっしゃっていただいたような

地域との連携、これはこれからも必要不可欠になっていくと思っております。私どもも、こ

の町から出るごみの焼却等々につきましては、私どもの町だけでやりますと、以前には10ト

ン２基の焼却炉が本町地区、洞爺地区におきましても、焼却炉がありましたけれども、そこ

そこで処分をしているよりも、広域連携のもとで焼却をするほうがまちにとって得策で、費

用の面からいってもそのほうが軽減されるという意味で、今現在も広域連合のほうにごみの

搬出をさせていただいているところでございます。 

  また、医療の関係におきましても、私どもの地域は、定住自立圏構想の中で、都市部のほ

うに大きな病院がございます。こちらのほうにおきましては、それぞれかかりつけの病院

に、地元にある病院に出向いて、かかりつけの先生の指示をあおぎ、病気があるときには常

備薬を服用するというものもございますが、何か大きな手術をしなければならない病気等々

が出たときには、やはり、近代的な医療設備の整った、そして、執刀医につきましてもいい

先生がいる、そちらのほうで手術を受けさせていただき、また元気になったら地元に戻って

きていただく、そういうふうな医療の関係の分野、あるいはまた、学校につきましても、電

車通あるいはバス通にはありますが、近くに志望校があるということから、そちらのほうへ

通学している学生等もおります。 

  一つのまちで全てのことが可能になれば、それにこしたことはないわけでございますが、

ある意味で、これからも広域連携の枠をしっかりとっていかなければならないと思っており

ます。 

  さらに、この地域だけではなく、いろいろな意味で隣接する隣の地域、例えば、羊蹄山麓
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の地域とも連携をとり、この地域全体の中で私どもの住むまちも一つ光るものがあるという

ふうなまちづくりを進めていかなければならないと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、理事者の基本理念、基本姿勢、まちづくりに対する思いという

ものを伺ったわけでありますけれども、そのことについては、私も同感でありますし、共感

を呼ぶのであります。 

  ただ、こういう住民の方々の動向を先ほど申し上げましたが、そういうことを考えると、

一歩前進した自治体間の連携といいましょうか、広域行政のあり方というものを、これから

のまちづくりを進めるに当たって、洞爺湖町という船を出す場合において、どんな風が吹い

ても航路が揺り動かないような路線を堅持していくべきではないかと思っております。 

  今、住民の方々の要求、要望、お願い等も含めてニーズは多種多様化しているわけであり

ます。その多種多様化しているニーズに応えていくためには、後ほど触れさせていただきま

すけれども、財政状況等を考えると、一つのまちでできないこともあり得ます。したがっ

て、一つのまちでできないことを、隣接の自治体とも、複数自治体とも連携をとれば、住民

のニーズに応えられる環境というものが整えられるのではないか、そんな気がしてならない

のであります。 

  そのことを考えてみて、やはり、これからの洞爺湖町の方向性というのは、真屋町長が先

ほど申し上げたとおり、私も同感でありますけれども、やはり、一歩前進して、広域連携と

いうものをもっと強化していくことが必要ではないかという思いを持っております。 

  そして、昨今、３市の市長が集まってのフォーラムがありました。生涯活躍のまちの連

携、西胆振の将来を考えるというフォーラムでありましたけれども、総論からいけば、自治

体間の広域連携が欠かせないと。これは、やはり、どの自治体の長もそういう思いを持って

いるということが明らかになっているわけであります。 

  私は先ほど、理事者も触れておりますように、西胆振広域連合の廃棄物広域処理施設、こ

れは７市町で協議に入るということであります。これは、協議に入ってどういう結論が出る

かわかりませんけれども、少なくとも、洞爺湖町は、こういう広域連合には前向きに対応し

ていく、前向きに参加するという環境をとるべきだろうと思います。 

  それからもう一つは、今回の町長の執行方針でもうたわれておりますが、西胆振の１市３

町による火葬場共同整備に参画するということであります。これは、葬祭施設の利用状況な

どを考慮してということでありますから、当然、私は、そのこともこれからのまちづくりを

考えてみると、十分あり得ると思います。そういうことを考えると、何度も申し上げますけ

れども、広域連携というものを強化する必要があると。 

  そこで、先ほど理事者も定住自立圏構想の件に触れておったようでありますけれども、や

はり、そのまち、そのまちに資源というものがあるのだろうと思います。資源というと、観

光資源ばかりではないです。生活するためには、どういう資源があるのか。そういう資源が

西胆振では第１次産業から第３次産業までバランスのいい地域であるのではないかと思って
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おります。 

  したがって、先ほど理事者も述べておりますが、医療の関係もしかりです。大学等の関係

もしかりです。こういう西胆振、胆振中部を含めると、非常に充実している環境にあるとい

うことで、その環境をしっかりと利活用していくというまちづくりの前進が求められるので

はないかと思っております。 

  したがって、その地域、地域にどのような資源があるのかということですが、言うまでも

なく、理事者ですから、そういう資源のあり方は吸収しているだろうと思いますけれども、

そういう資源の情報の共有化を図るというまちづくりを進める必要があるのではないかと

思っておりますが、もう一度、理事者にその辺を簡潔にお伺いできればと思います。いかが

でしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、私どもの地域、特に私どもの町は、限りない資源があるというふ

うに私も思っております。特に、豊かな農村、豊かな漁場、さらには風光明媚な温泉地があ

るということで、非常にすぐれた産業、さらには、そこで活躍する方々がそこにしっかり根

をつけて頑張っておられる、それを何とか拡大していかなければならないというふうに思っ

ているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 最後に伺っておきたいのは、先ほど触れておりますが、定住自立圏

構想の広域連携を強めながら、西胆振版、これも政府の意向なのでありますけれども、ＣＣ

ＲＣ構想というものが、洞爺湖町においてもいろいろと企画立案して方向性を作成している

のではないかと思いますけれども、この西胆振全体のＣＣＲＣ構想が現時点でどのような状

況下にあるのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 西胆振における生涯活躍のまち、ＣＣＲＣの部分でございま

す。 

  まず一つは、平成27年度に、洞爺湖町において生涯活躍のまち、洞爺湖町版ＣＣＲＣとし

て調査研究を行ってきたところでありますが、高齢者をめぐるさまざまな問題に関して、社

会全体で取り組む必要があり、それにはいろいろな関係機関との連携が必要であるという結

論も出てきているところです。 

  さらに、３市３町において、平成28年度には西胆振定住自立圏構想の調査研究を行ってい

るところでありますが、両方とも、今、国が求めている生涯活躍のまち構想には現段階で取

り組むのは難しいという結論が出ています。その理由の一つとしては、この生涯活躍のまち

の部分では、民間企業、最初から法人が最初からあって、その中で活動していく部分を国は

求めているものでありまして、この交付金事業を使ってやるにしても、この西胆振３市３町

では難しいので、逆に、地域の特性、各市町の特性を生かしてそういうところに取り組んで

いくほうがいいのではないかという結論になっております。 
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  そうした中で、平成29年度以降なのですけれども、伊達市が行う広域コンシェルジュサー

ビス事業、またはコミュニティークラブ活動の環境整備をやっております。これを３市３町

で共同で情報共有と連携をとりながら、その取り組みを見ていきながら進めていこうという

形になっております。 

  それでは、時間の関係上、（２）に入らせていただきます。 

  人口対策を一口で言うならば、いかに暮らしやすいまちをつくるかでございます。 

  そのまちの自助努力が最も重要でございます。したがって、第２期まちづくり総合計画を

前進させるための施策、方策の中で、今年度の目玉政策は何かということで通告させていた

だきました。 

  今回の執行方針の中で感銘したのは、決断と実行をもって未来につなげるまちづくりを進

めるのだという熱意であります。きのうも、いろいろな理事者の思いというものを、私は、

冷やかしではなくて、夢などは大きいほどいいと思っています。夢を大きく持つべきだと

思っています。その面では、きのうの理事者の答弁の中でも非常に大きな夢を描いているな

ということが実感させられました。 

  したがって、今回の予算編成の中で、今年度から第２期まちづくり総合計画が始まるわけ

でありますから、その予算編成の状況をこれから一般質問が終わってから予算が提案される

わけでありますから、その辺にできるだけ触れないように質問させていたきますけれども、

昨今、地方交付税は人口減です。そして、ご承知のとおり、理事は当然のことでありますけ

れども、合併優遇措置の段階的解消などの減少要因によって、これからは行政運営が非常に

厳しくなってくるだろうと思います。したがって、言うまでもなく、合併したことによって

交付税が上積みされていたものが５カ年にわたって徐々に少なくなりますよということでご

ざいますから、そのあらわれとして、今回、総額、前年対比で４憶5,907万円が減額された

予算編成になっています。私は、これはこれからも続くであろうと思っております。 

  そういうことで、今回は68億5,919万円ということで、不足分は財政調整基金を取り崩し

て補塡したということです。この財政調整基金の原資は約12億3,000万円でありまして、い

かほどを補塡したかわかりません。それは予算委員会で触れさせてもらいますからよろしい

ですが、今回の予算編成でも見られるように、地方交付税の減額等によって、これから非常

に厳しい財源の中で、町長の思いのあるまちづくり、住民のニーズに応えるまちづくりを進

めていくことになるのでしょう。それは当然のことだと思っております。 

  したがって、私は、前回の一般質問でも申し上げておりますが、３地区の均等ある地域振

興を考えなければならない。本町、虻田、洞爺湖温泉地区の３地区の均等あるまちづくりを

進めていかなければならないだろうなと。 

  それから今、徐々に、11年もたっておりますから、垣根があると言ったら語弊に当たるか

もしれませんけれども、まだ住民間の中では垣根があるような気がしてなりませんので、垣

根を越えた住民交流というものを、そういうまちづくりを進めていくことによって、洞爺湖

町の真屋町政が進むべき道というものを十分理解してくれるのではないかと思っておりま
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す。 

  したがって、大事なことは、真屋町政の政策課題の情報共有化を住民間の中でしっかりと

定着できるような、そういう方策、方法論を私はとるべきではないのかなという気がしてな

りません。 

  今回の執行方針の中で目玉事業はこれだということに触れておりますから、二、三点、ご

答弁いただければありがたいです。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成29年度からの第２期の洞爺湖町まちづくり総合計画が始まります

が、その前段におきまして、その審議会なるもの、これは町の中の有識者などいろいろな方

にご参画をいただいて、まちづくり審議会に参加をしていただいているところでございます

が、いろいろなご意見を賜っております。 

  そのときに、一つ、これからの第２期のまちづくり総合計画の中におきましては、町の

柱、町の目玉となる明確な方針を打ち出すことが必要ではないだろうかということの中で、

皆様のご意見の中で、まちの魅力のよさを生かす、さらには地域ごとの特性に合った魅力を

生かす、住んでいる人が住んでよかったと感じなければならない、そういうふうな施策を講

じてほしいというお話が非常に多くあったと思っております。 

  まず一つ目に、施策の大綱としまして、定住施策の充実、さらに交流人口の拡大、二つ目

に、３地域の特性に合った振興策の充実をしっかりやっていかなければならない。そういう

意味では、私どもの地域は、これから観光産業が主体ではございますけれども、今、医療、

福祉という分野も非常に多く入ってきていただいているところでございます。こういうもの

も雇用の関係からも、町としては、今後支援をしていかなければならないなというふうに考

えているところであります。 

  そんな中で、やはり、新しくこのまちに来ていただける、そういうふうなものも、言いか

えれば、何といいましょうか、新規に来ていただける、そういうふうな方々にもいろいろ情

報発信をしていかなければならないなというふうに思っているところでございますが、何よ

りも、これらの施策を講じていくときには、人づくりが一番重要になってくるなというふう

に思っております。 

  そんな中、今、議員のほうからお話がありました共同のまちづくり、いろいろな方のご意

見を聞きかながら、この町をいかによくしていくかという会合、あるいは、私どものほうが

出向いていってお話を聞く、そういう場面をもっともっと多くつくっていかなければならな

いなというふうに感じているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、まちづくりの方向性の基本的な考え方を理事者に述べていただ

いたわけですけれども、その中で、基幹産業の充実を図るべきだということは言うまでもな

いのであります。さらには、これからのまちづくりを前進させていくためには、できるだけ

無駄な費用を省くといいますか、歳出削減を図るということにも力点を置く必要があるので
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はないかと思っております。 

  私は、昨今、新聞で見てそう考えているのかなと思ったのは、北海道でも観光税を導入す

るか否かを検討するということであります。かつて、虻田町議会自体も、私ども議員同士の

中で観光税を導入したらどうなのかという声もありました。しかし、観光税を導入すること

によって入り込み数が減少するような要因になったら、それはマイナスになるぞということ

もございまして、観光税の声そのものが消えてしまった。私は、仮に北海道あたりが観光税

を導入したからといって洞爺湖町も即座に導入するということは、慎重に考えなければなら

ない大きな課題だと思います。 

  それでは、これからどうやってまちづくりを進めていく財源を確保していくかということ

を考えてみたら、大きな建物を建てるとか、限られた施設の建設ということはあり得ると思

います。はっきり申し上げますが、本町保育所あるいは入江保育所の統合というのは将来的

に考えることは必要だろうということはありますが、むしろ、既存の施設をいかに有効利用

するか、有効活用するかということにまちづくりの手法の情熱を注ぐべきだと思っておりま

す。例を挙げると、住民から希望があったということで、集会所等がどんどん建設されて

いった。ところが、現在、集会所の利用状況を見れば、ここに本当に必要だったのかと思う

ようなところもないわけではありません。 

  そういうことを考えれば、これからの公共施設というのは、いかに既存の施設を有効に利

用してもらうかというところに情熱を持つべきだと思っております。したがって、大きな施

設を持つことによって、新たな施設を持つことによって、当然、維持管理費は降りかかって

きて、歳出がどんどん膨れ上がっていくという状況になるわけですから、そういうことを考

えたまちづくりをしていくべきではないかと思っております。 

  私も文化団体協議会に加盟しておりますけれども、文化事業そのものも、スポーツ関係に

ついても、この町が主体性を持って大きな大会等をするという環境になっていないのではな

いかという懸念があります。間違っていたらお許しいただきたいと思うのですが、特に文化

事業は、若い方々というのは、改廃的な文化の反乱によって、日本の伝統芸能を継承すると

か、地域の郷土芸能を継承するとか、地域の芸術文化等々を継承する、汗を流すという環境

が現在、ゼロではありませんが、薄いのであります。呼びかけはしますけれども、なかなか

賛同してくれないという環境にあるわけでありますから、そういったことも考えながら、施

設の建立を図るとか、有効活用を図るとか、スポーツ関係、文化関係でも言えることであり

ますけれども、学校の開放事業もやっているわけでありますから、そういう既存の施設を有

効活用しながら、スポーツでも文化でも大きく躍動させていく、飛躍させていくという手法

をとるべきだと私は思っておりますけれども、その辺についての理事者の見解を伺っておき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、本当に力強い応援のメッセージをいただいたと思いますが、私た

ちも同じようなことを今考えております。というのは、公共施設の見直しの作業をしている
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最中でございますが、そんな中で、公共施設の今ある施設を何とかうまく有効に利活用でき

ないだろうか、そういうことも検討させていただいております。これはご承知のとおりでご

ざいますが、平成30年には洞爺高校の跡地に洞爺保育所を建設予定で、今年度、これから予

算計上になりますが、実施設計を組ませていただきたい、その中で、横の跡地の部分につい

ては緑地あるいは公園化という計画もあるわけです。そうかといって、温泉はちょっと離れ

たところにある関係上、本町地区の保育所の考え方につきましても、何とか今、施設の有効

利用を図りながら、さらには使いやすいようなものにしていけないか、教育長ともいろいろ

相談をさせていただいているところでございます。そんな中、第２期まちづくり総合計画が

４月以降に始まりますので、その中での行財政改革、事務事業の見直し、こういうものはこ

れからもずっと続けていかなければならないだろうと思っております。 

  特に、私どもの町は、先ほども申しましたけれども、すばらしい資源がございます。それ

をいかに結びつけるか、そして、その効力をいかに発揮できるか、そういうものも含めなが

ら事務事業の見直しに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございました。 

  やはり、理事者の今の決意には大賛成でありまして、やはり、そういうまちづくりを進め

ていかなければ、自治体はもたないのではないか、そういう状況に陥ってくるのではないか

と思います。やはり、そのまちに生活している方々、居住されている方々と政策の共有を図

りながら、住民も行政も議会も三輪車体制でしっかりとやるべきことをやる、従うべきこと

は従うというまちの環境を充実させることによって、洞爺湖町の大きな航路というものが、

明るい日差しが照らされるのではないかという気がしてならないのであります。 

  私は、最後に申し上げますが、目先の小さな成功ではまちは変わらないと思っておりま

す。しっかりとした将来ビジョンを明確にした中で、それに向ってみんなが汗を流す、そう

いう環境が必要ではないだろうかと思っております。そういうことに思いを寄せながら、風

の吹きようで洞爺湖町の航路が変わらないような、そういう行政であってほしいと思ってお

ります。それは乗り越えられる行政であると信じながら、次の質問に入らせていただきいた

いと思います。 

  産業課長、お待たせいたしました。漁業振興についてこれから質問をさせていただきたい

と思います。 

  今回、漁業関係については、12番議員も質問しておりますので、できるだけ割愛をしたい

と思うのでありますが、昨年の８月30日の台風等々によって、前浜の漁民の方々は非常に大

きな打撃を受けたわけであります。今日までの主力であるホタテ養殖の水揚げ状況などに若

干触れさせてもらいますが、24年度は4,408トンでございました。25年度は4,425トンでし

た。26年度は7,093トンと非常にふえております。そして、27年度は4,149.8トンということ

になっているわけであります。28年度はまだ締め切られていないだろうと思うのですが、こ

のホタテの水揚げ状況の中で、28年度の水揚げの量は大体どのくらいになるのか、産業課
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長、お願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 現在、まだ正式な集計等はできていませんので、はっきりと

した数字は申し上げられませんけれども、漁協のほうに確認しますと、今のところ、前年の

２割から３割程度だというお話は伺っております。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 水揚げ量はそういう状況下にあるわけであります。通告に出してお

りますが、水産系の雑物の処理量にもここで触れさせていただきたいと思うのですが、23年

度は2,611トン、24年度は2,876トン、25年度は5,988トン、26年度は3,622トン、27年度は

5,739トンとなっておりますけれども、28年度の処理量の見込みはまだつかめませんか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 漁協の今後の計画ということで、今回の補正予算にも挙げて

いるところでございますが、今のところ、計画といたしまして、6,850トン程度の雑物が揚

がるのではないかという計画を立てているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） なぜ処理量を聞いたかというと、やはり雑物処理に対する事業費と

して、町が２分の１を補助金として出すということでございますね。それは間違いございま

せんか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 当初の計画で漁協のほうともその辺の協議を毎年しているの

ですが、当初は２分の１という予算を組んでおります。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） そういう雑物量が多いと多いなりに補助金もふえる、漁業協同組合

の持ち出しもふえるということでございます。 

  そこで今、ホタテの水揚げ量が２割から３割ということでございますね。そこで、漁民の

方々がどういうことに悩んでいるのかというのをご披露させていただきますが、今、そろそ

ろ耳づりが始まりす。台風10号の被害によって２割から８割の水揚げよりできない。そうす

ると、漁民の方々も収入も少ない。そういった中で、だからといって来年のホタテの水揚げ

量等も考えてみたら、作業をしないわけにはいかないということです。困っているのは、運

転資金に困っているという悩みです。運転資金で利子補給くらいは何とか町でお願いできな

いのかということです。これは通告しておりませんから、独り言のように聞いていただけれ

ばと思いますが、こういうことを漁民間で非常に悩んでおります。ことしは水揚げが少な

かった、収入が少なかった、だけれども、来年の水揚げに向けて仕事はしなければならな

い、パートを使わなければならない、そうすると、運転資金がどんと出ていく大変な状況

だ。融資を受けたにしても、利子補給はどうなのだろうか、こういう声が非常に聞こえてい

る昨今であるわけです。 
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  それとあわせて、12月の定例議会の一般質問の中で申し上げさせていただきましたが、前

浜の離岸堤を修復するということです。本来、漁民の方々が望んでいたのは、テトラポット

を積んで大きく格上げをしていただきたいと思ったようでありますけれども、実際の道の考

え方としては、現在の離岸堤の修復は原状回復であるということのようであります。ただ、

高さはそうであっても、できることならば幅を拡大してもらえないのかという声も聞こえて

まいります。そういう環境であるだけに、漁民の方々は運転資金の関係も含めて非常に苦慮

している。さらに雑物がふえれば、それだけ持ち出しもふえる。 

  したがって、私は勉強不足な面もあったわけでありますけれども、今、前浜の漁民の方々

はホタテを沖洗いしております。この沖洗いすることによってホタテの成育も非常にいいら

しいですね。そうすると、沖洗いをすることによって雑物の量も減少するということであり

ます。したがって、沖洗いをやれば、ホタテの成育にもプラスになる、それから雑物も減量

するということのようであります。 

  ただ、反面、私が懸念しているのは、かつて、内浦湾は深さが100メートルであったよう

であります。しかしながら、現在は、70メートルよりないのではないか、こういう声が聞こ

えてきます。これは、はっきりと声でありますから、私はその声を聞いて、なぜそうなるの

かと思うのです。必ずしも沖洗いが原因だということではないと思います。なぜこういうこ

となのかということです。これは、ホタテ貝の大量へい死の原因もわからないように、海生

生物で埋まっているのか、海生生物によってそうなのか、100メートルあったのが70メート

ルぐらいになった、だからといって小魚がふえているかというと、そうでもないよなと漁民

は言う。小魚がいるということは、大きな魚もふえるということであります。そうすると、

別な漁業振興のあり方を考える方も出てくるのではないかと思いますけれども、そういう状

況のようであります。 

  それから、水温が１度から２度上がることによって、沖縄あたりでも本州方面でもあるよ

うに、白化現象が進んでいるようだということです。 

  こういう原因は、12月の定例議会で理事者から、積極的に漁民の方々とも、あるいはま

た、内浦湾の漁業者関係、自治体関係者と一緒に道、国あたりに積極的に働きかけをしてい

くのだという強い決意を伺っておりますけれども、そういういろいろなことを考えると、ホ

タテ大量へい死の原因というのは、速やかに結論を出すようにしなければ漁業振興は考えら

れないのではないかと思います。水温が１度、２度上がることによってホタテの養殖にも影

響があるということも聞かされております。 

  したがって、かつて噴火湾あるいは全体的に言うと内浦湾はホタテ養殖が今でも主力で

あったわけであります。この間、理事者もテレビを見ているかと思うのですが、豊浦町の漁

業者の関係の放映がありました。そのときに感動したのは、俺たち噴火湾の漁師はホタテよ

りないのだ、ホタテがなくなったら大変なのだというあの思いです。ホタテがなくなったら

俺たち漁師はやっていられないのだ、したがって、ホタテの水揚げ高をどう伸ばしていく策

を講じていくべきなのかということを真剣に考える必要があると思います。 
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  そこで、今回、29年度の豊浦町のまちづくりの方向性、執行方針をうたっておりましたの

で、ご披露させていたきますが、地方創生資金を使って、ホタテの稚貝の育成に力を入れる

事業施策をもって対応していくのだということが報道されております。 

  したがって、洞爺湖町も、原因究明はもちろん大事です。やらなきゃならない。しかし、

今回、耳づりをやって水揚げするまでには２年、３年かかるのですよ。２年、３年は収入が

なくなるということなのですね。何を言いたいかというと、緊急課題として一つには、ホタ

テ貝の大量へい死の原因究明を速やかにやると。それと、ホタテを成長させる戦略を、豊浦

町ばかりではなくて、洞爺湖町も伊達市も長万部も森町もやるのだという熱意ある施策、方

策が求められる気がしてなりませんが、その辺の理事者の見解を伺っておきたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） まず、ご質問の中でいろいろなご指摘がありましたので、そ

れについて先にご説明したいと思います。 

  運転資金に困っているというようなお話でございまして、それにつきましては、漁協のほ

うでこの４月に入りましてから、漁業者１軒１軒を訪問して状況確認ということで、資金が

必要かどうかも含めて、そういうことを行うということで、その後にどれだけの人たちが借

りるようになるのかということを把握できていくと考えております。 

  利子補給の関係は、直接、漁協からどうのこうのという要望が上がってきているわけでは

ございませんが、その辺は、どれだけの人たちの要望があるのかということの確認を先にし

たいと考えております。 

  それから、離岸堤の関係のお話もございました。離岸堤につきましては、北海道が昨年12

月に水産庁に災害査定を受けて、道としては、当初、先ほど議員がおっしゃいましたよう

に、規模を大きくした中で、そういう形で要望したということですが、国のほうとして、今

回の対応は特別だということで、現状に戻すという査定結果だということです。北海道は努

力をしていただいたのですが、結局、そういう形になってしまったということでございま

す。 

  沖洗いの雑物の関係につきましては、沖洗いをしないホタテと沖洗いをしたホタテの状況

を見ると、したホタテはきれいなのですが、しない場合は、団子になって、相当な状況に

なっているという現状にございますので、効果はあると考えております。 

  ホタテ貝のへい死の環境調査ということについてでございますが、議員がおっしゃいまし

たように、へい死の原因はわかっていないのですが、昨年の夏も平年より水温が二、三度高

かったという状況もございます。それが理由かどうかは不明でございますが、環境調査につ

いては、今までもさまざまな環境調査を定期的に行っておりますけれども、新たに平成29年

度からも環境調査を行います。水産庁もそういうことを理解して、別の調査を今回やること

になっておりますので、環境調査については今まで以上の形で実施されると認識しておりま

す。 
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  最後に、成長戦略につきましては、今後、漁協ともいろいろ協議しながら検討して、いい

方法を考えていきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、担当課長から、いろいろとご質問があったことについて答弁させ

ていただいたわけでございますが、つい先日、虻田地区のホタテ養殖事業50周年式典が洞爺

湖温泉のホテルで行われました。そのときに、多くのホタテ事業者の皆様がご家族ともども

参加していただきまして、いろいろなお話をさせていただきましたし、事情もお聞きしてお

ります。そのときに、姉妹漁協でございます猿払の漁業協同組合の組合長も花を添えていた

だきました。今、いろいろな問題があります。先ほども申しましたが、洞爺湖町の主産業で

ある水産業、ホタテ養殖事業、さらには前浜漁業、これらは私どもの主産業な大きな柱でも

ございます。今、非常に厳しい状況に置かれているということは、私どもも十分お話を聞か

せていただいておりますので、私どもができる手当、これはしっかり対応していきたいと考

えております。 

  さらに、ホタテの成育あるいは今回の原因究明につきましても、事あるごとにいろいろな

関係機関にお願いしているところでございますけれども、先ほど担当課長が申しておりまし

たとおり、へい死の原因調査も含めて、水産試験場、指導所のご協力をいただきながら、平

成29年度から私どもの前浜で調査をするということもお聞きしております。特に、今回、指

導所の所長と言われる方ですね。僕も直接お話をさせていただきましたが、非常に心配して

おります。今後、内浦湾のホタテ養殖事業がどういうふうになっていくのか、心配で心配で

たまらないということからも、特に私どもの浜で調査を広め、噴火湾全体がよくなるように

私たちも協力していきたいというお話をいただいておりますので、そこら辺のところはまた

しっかりお願いしていかなければならないと思っております。 

  また、代議士事務所にもちょこちょこお邪魔したときに、水産博士と言われる代議士の事

務所にもお邪魔しているわけでございますが、そのときにも代議士に直接お会いすることが

できまして、いろいろお願いをしてまいりました。代議士も、この噴火湾のホタテ養殖業に

ついては非常に心配していただいております。何とか国のほうもそれらの支援ができないか

ということで、側面からいろいろ応援をしていきたいという言葉もいただいておりますの

で、関係機関と一体となったような対策をこれからもとっていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今の理事者の答弁を聞いて、非常に感銘しました。今の理事者の答

弁を漁業者の方々が聞いたら、非常に拍手喝采であっただろうなと思います。それというの

も、やはり、この洞爺湖町の前浜で原因究明の調査を行うということは、漁民が本当に望ん

でいることでございますから、その辺はもっともっと前進させるよう努力を深めていただけ

ればありがたいと思います。 

  最後になりましたが、ナマコ、ウニ、アワビ、海藻類等の漁獲対策を強化すべき環境整備
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を行う考えはないかということで質問通告をさせていただきました。 

  2000年の有珠山噴火前は、漁業者は68軒ほどあったと思うのです。それが今、トータル的

に40軒を切るような状態であるわけです。その中で、浅海といいますか、ホタテ以外のナマ

コとかウニとか海藻類等をとって生活の糧にしている漁民の方々もいるわけであります。 

  先ほど理事者も述べておりますように、私自身もそういう思いを持っておりますけれど

も、主力はホタテです。しかしながら、リタイヤした人たちももっと希望の持てるような漁

業のあり方も聞かされるわけであります。それは、ウニの養殖、アワビ、ナマコ、海藻類

等々も漁獲数が伸びるような対策を講じてくれればありがたいという声が聞こえてまいりま

す。 

  今まで、隣接の各自治体が努力をしていたのは、マスカワカレイの放流に随分力を注いで

きたかと思います。しかしながら、マスカワというカレイは、産卵場所が福島県のほうまで

移動するということであります。せっかくここで一生懸命放流しても、産卵場所は福島県と

いうことで、本当にあそこまで行くのかと思うのですが、本当らしいのです。したがって、

一生懸命、マスカワに力を入れても、あるいはまた、遊漁者の方々も、釣りブームでありま

すから、そのことによって捕獲をされるということもありますけれども、それはそれとし

て、マスカワに力を入れても、漁業者の収入に結びつくようなことにはならないという気が

してならないのです。 

  今、洞爺湖町はウニの放流に力を入れているようでありますけれども、ウニの放流は成果

として出てきているということも伺っております。 

  それから、ナマコの放流も考えていただければという漁民も多いわけであります。12月の

議会でも述べましたが、漁場の拡大ということで、以前に大磯漁港をつくるときに台船が来

ていました。その台船によって自然石を投石しましたが、そのことによってナマコのつきが

非常によかったと聞かされているわけです。こういう声を聞くと、漁業者の間でもいろいろ

整理しなければならない課題もあろうかと思いますけれども、そういういいものには行政と

しても徐々に力を注いで、リタイヤした方々も、生涯、漁師として終わっていけるような、

収入の源になるような、そういう環境を整えていくことも重要ではないかと思っておりま

す。 

  先ほど理事者が述べましたが、前浜の漁業は大きな主力産業であると。ある理事者も述べ

ました。飛行機に例えたならば、本体は観光で、翼は農業と漁業なのだと述べて私どもの共

感を呼んだわけでありますけれども、今、その漁業が非常に岐路に立たされていると言って

も過言ではないという気がしてならないのです。ホタテがこういう状況ならば、どういうこ

とになるのか、俺たち漁業者はどうなるのかという不安が出るわけでありますから、不安が

出ないような環境の構築は行政指導の中でも行っていかなければならないという気がしてな

らないのです。 

  ウニにせよ、ナマコにせよ、海藻類にせよ、水質調査をすることによって前浜の海水温度

も含めて、海水環境からいけばどういうものがいいのか、ウニなのか、アワビなのか、ナマ
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コなのか、海藻類なのか、こういう一つの方向性が出てくるだろうと思うのです。したがっ

て、前浜の海底状況、海水状況に合ったナマコ、ウニ、アワビ、海藻類等々を増殖できるよ

うな、そういう環境を整えていくべきではないのかという思いを持っておりますが、その辺

の見解を伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） ホタテにかわる魚種ということで、これについては漁協とも

常々話をしているところでございます。 

  まず、ナマコの関係でございます。ナマコにつきましては、先ほど議員がおっしゃいまし

たように、平成20年に前浜の水質の６メートルから10メートルの砂地に、長さ500メート

ル、幅20メートルの中に20立米の自然石を40カ所沈めているという事業を行っております。

そして、翌年の21年にナマコの10ミリ程度の人工種苗33万個体を放流いたしました。そし

て、北海道栽培水産試験場などによって、ＤＮＡ鑑定など、ナマコの追跡調査を実施して、

効果等の調査を行った実績がございまして、ナマコの集積はあるということなのですが、採

取したナマコのＤＮＡ鑑定結果では、放流した個体が一つもなかったという調査結果が出て

おります。人工礁の中には別の個体が集まっているということで、ナマコ礁としての効果は

あるという判断はあるのですが、放流効果がまだ検証できていないという状況でございま

す。 

  このようなことから、漁協といたしましては、ナマコ礁の設置とナマコの放流がセットで

なければ効果がないと考えておりまして、効果がわからない中で漁業者から一部負担を求め

ることは避けたいと考えております。これらの状況を踏まえまして、１年かけて、町、試験

研究機関、漁協で、ナマコについては検討していきたいというお話を聞いております。 

  それから、ウニについては、浅海部会から要望もございまして、平成25年度から放流に補

助いたしまして、２万個を前浜、オタモイ地先に放流しております。この放流効果について

は徐々にあらわれていると思っております。ホタテ養殖の作業状況によっては、着業者が毎

年かわってきている状況ではあるのですが、間違いなく、所得に反映しているということか

ら、これについては引き続き行っていきたいと考えております。 

  ただ、浅海部会については、現在、17名いるのですが、そのうち、ウニにかかわっている

方は、多い年で10名程度、少ない年で６名程度ということで、その年によって変わってきて

いる状況があるのですが、ウニについては引き続き行っていきたいと考えております。 

  また、アワビの話でございますが、冬場、低温に対して非常に弱いところがありまして、

７度Ｃから27度Ｃがアワビの活動域であるということでございまして、４度Ｃ以下になると

活力が低下して、２度で活動が低下するということで、虻田においては、指導所からは費用

対効果はない状況であると言われておりまして、漁協としても今のところは取り組む考えは

ないという意見をいただいております。 

  海藻については、今、着業者が２名ほどいます。これは、漁協に出してもなかなか高値に

ならないということで、以前から昆布、ワカメについては、みずから道の駅に出したり、い
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ろいろな行事に使ったり、そういうことで付加価値をつけているという状況でございます。

これは、今後は豊浦のほうに市場が変わるということですから、全体の階層の取り扱い量が

ふえてくれば別かもしれませんが、今の虻田の状況ではそのようなことであるということで

す。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 先ほど、ウニのことも出ました。檜山管内の自分の生まれ故郷の熊

石、今は八雲熊石と言いますけれども、そこでウニを陸で飼育していのです。深層水と温泉

のお湯で陸でウニを大きくして出荷しているという事業を前進させています。これは試行錯

誤かもしれませんけれども、その地域の漁業がどうあるべきなのかということで、どのまち

も一生懸命苦慮しながら、夢を持ちながら、希望を持ちながら前進しております。 

  きのうあたり、議員の方々との声の中で、前浜の水は非常にきれいだということでした。

ヤツデヒトデという生物があるのですが、それは汚れているところに多く繁殖するのです。

今、そのヤツデヒトデが見えないというのです。これは海水がきれいになったからだという

漁民の声があります。 

  考えていただきたいのですが、海生物が増殖するということは、ある程度きれいだからい

いというものではないのです。ある程度の汚れといいますか、そういうところには植物性プ

ランクトンも発生するということでありますから、前浜は水質がきれいだからいいよな、こ

れで喜んでいたら大変なことになるのです。そういうことも考えながら、前浜の漁民の方々

は、植物性プランクトンをふやすためにいろいろと植樹をしたものです。それが１年、２年

たつことによって植樹をするということが薄れてきている状況であるわけですから、そうい

うこともみんなで知恵を絞り合って、何とか前浜の漁業者が笑って語り合えるような環境に

していくためには、みんなが協力する者はする、行政指導する者はする、行政が支援するも

のはする、漁業者の努力を求めるものは求めるという環境を整えて、前浜の漁業振興に大き

く飛躍できるような、そういう環境を整えることが重要ではないかと思っております。 

  最後になりますが、きのうもどなたかが質問したようでありますが、今回、退職される澤

登部長がおりますので、澤登部長の経済関係、漁業関係に対するコメントを伺って、私の質

問を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 澤登経済部長。 

○経済部長（澤登勝義君） 水産業について、これまで議員がおっしゃられております熱い思

いの一端を聞かせていただきまして、私もそのとおりなのかなというふうに感じておりま

す。説明の内容につきましては、担当課長から詳細な説明がございましたけれども、昨年の

大変な被害を受けて、漁業関係者は大変厳しい年を越したというところは認識しております

し、それに対する国初め町の対応対策というところも実態調査を踏まえながら、その内容が

明らかになってきますし、それに対する支援も先ほど来、町長からお話しされているという

ことで、私としては、漁民の生活を守るための政策等については行政として十分応えていく

というところは伝わったと考えているところでございます。 
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○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、２番、越前谷議員の質問を終わります。 

  ここで休憩いたします。再開を11時40分といたします。 

（午前１１時２８分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時４０分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、議案第46号洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作

条件改善事業分担金の徴収に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の１ページでございます。 

  議案第46号洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関す

る条例の制定についてでございます。 

  洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金の徴収に関する条例を次

のように定めるものでございます。 

  制定の理由でございます。 

  農業の競争力強化に向けて、担い手への農地の集積、集約化を加速するために、畦畔除去

などによる区画拡大や暗渠排水等の農地の整備、老朽施設の更新等の農業水利施設等の整備

を地域の実情に応じて実施する農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業について、

従来、施工の自由度を高めるために、農家が施工業者に直接発注して工事を行い、町は間接

補助で農業者へ補助金を交付しておりましたが、国が昨年10月に補助金交付要綱を一部改正

したことに伴い、平成28年度補正予算事業から、町が実施主体となり、農業者から要望を取

りまとめて一括発注する形式に統一することとなり、農業者へ交付する補助金額を超える部

分については、分担金として受益の農業者から分担金を徴収することになったことから、そ

の基本的な事項について所要の定めをするために制定をするものでございます。 

  条文でございます。 

  第１条、趣旨でございますが、町が事業実施農業者から分担金を徴収することに関しての

必要な事項を定めることを明記してございます。 

  次に、第２条、分担金の額でございますが、当該事業に要する費用の額から規則で定める

補助金相当額を控除した額を分担金の額とすることを明記しております。 

  第３条は、納付義務者でございまして、分担金は町が当該事業によって受益農業者から徴

収することを定めております。 
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  第４条には、分担金の徴収の方法として、分担金の納付期日は当該事業完了の日から30日

以内とすること、分担金は町長が発行する納入通知書により納付しなければならないことを

定めております。 

  また、第５条では、天災等により、分担金の納付が困難になった受益者について町長がや

むを得ない事情があると認めたときは、その申し出により納付期日を変更し、または分担金

を減額もしくは免除し、または徴収を猶予することができることを明記しております。 

  第６条は、委任でございます。この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定めるものと

しております。 

  附則でございます。 

  この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第46号洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金の

徴収に関する条例の制定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第46号洞爺湖町農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業分担金

の徴収に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、議案第47号児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理につ

いてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の２ページでございます。 

  議案第47号児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理についてでございます。 
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  児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定めるものでございま

す。 

  条例改正の趣旨でございますが、児童福祉法の改正により、養子縁組里親制度が定めら

れ、本年４月１日から施行されることとなったことから、関連する条例を一括して改正する

ものでございます。 

  議案説明資料によって、ご説明をいたします。議案説明資料の１ページから２ページでご

ざいます。 

  洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表でございます。 

  この条例改正でございますが、介護休暇等の対象となる子の規定を改正するものでござい

ます。 

  第８条の２、育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限についてでござ

います。 

  第１項及び第４項中においては、法改正に伴う番号といいますか、項、号の整理と養子縁

組によって養親となることを希望する里親に関する文言を養子縁組里親に定めるものでござ

います。 

  次に、３ページになりますが、洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例新旧対照表でござ

います。 

  この条例の改正でございますが、育児休業の対象となる子の規定を改正するものでござい

ます。 

  第２条の２、育児休業法第２条第１項の条例で定める者についてでございます。法改正に

伴う項、号の整理と、里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者を養

子縁組里親に改めるものでございます。 

  議案書に戻っていただきまして、２ページの附則でございます。 

  この条例は、平成29年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 言葉としてわかるのですが、どういうことなのだと思っているのは、

里親であって養子縁組によって養い親となることを希望している者ということで、養子縁組

になっていない者という意味なのかなと。 

  それから、養子縁組里親ということは、言葉をかえただけではなくて、中身もやっぱり変

わっているのだろうと、この辺、ちょこっと教えてほしかったのです。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 中身自体は変わっておりません。ただ、児童福祉法の改正により

まして、この表現が養子縁組里親というふうに定められたということで、改定をするもので



－166－ 

ございます。 

  それと、養子縁組によって養親となることを希望する里親ということで、これは里親には

なっているのですけれども、それで、その子供を養子縁組にしたいということで、そういう

ことを希望する場合についてということで解釈をしております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  そのほか、質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第47号児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第47号児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理については、原案のとお

り可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第48号洞爺湖町税条例等の一部改正についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の３ページでございます。 

  議案第48号洞爺湖町税条例等の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  改正の趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、

洞爺湖町税条例の一部を改正する条例について議会の議決を求めるものでございます。 

  改正の主な内容でございますが、４点ほどございます。 

  １点目は、個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限の延長でございます。 

  ２点目は、納期限後に納付し、または納付する税金または納入金にかかわる延滞金の取り

扱いの適用開始時期の一部変更についてでございます。 
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  ３点目は、法人税割の税率改定の適用開始時期の変更についてでございます。 

  ４点目は、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更についてでございます。 

  以下、議案説明資料に基づいて、ご説明をさせていただきます。 

  議案説明資料の４ページになります。 

  洞爺湖町税条例の附則の改正でございます。 

  附則第７条の３の２、個人の町民税の住宅借入金等特別税控除でございます。 

  これにつきましては、現行、平成41年度までの適用期限を43年度までに延期するものでご

ざいます。 

  次に、５ページでございます。 

  洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。 

  これにつきましては、平成28年３月31日、専決処分を行い、平成28年５月会議において承

認をいただきました洞爺湖町税条例の一部改正、それから平成28年洞爺湖町条例第18号の未

施行の規定の一部について、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更により、施行期日を

「平成29年４月１日」から「平成31年10月１日」に規定を整備するものでございます。 

  次に、６ページになります。 

  洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。 

  第１条の改正でございます。これについては、平成28年12月会議において提案の洞爺湖町

税条例の一部改正、平成28年洞爺湖町条例第32号の未施行の規定の一部について、施行期日

が平成31年10月１日からとなるため、改正の提案をするものでございます。 

  第18条の３でございます。これについては、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に

伴う規定の整備でございます。 

  第19条でございます。これについては、軽自動車税の環境性能割の延滞金の取り扱いにつ

いて、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に伴う規定の整備でございます。 

  次に、第34条の４でございます。これについては、法人町民税の法人税割の税率改定の適

用開始時期の変更に伴う規定の整備でございます。 

  次に、７ページでございます。 

  第80条の改正規定、第80条の２を削除する規定、第81条を改める改正規定、７ページから

10ページにかけまして、第81条の次に７条を加える規定、10ページは第82条の改正規定、11

ページは第83条の改正規定、第85条の改正規定、第87条の改正規定、第88条の改正規定、第

89条の改正規定、第90条の改正規定、続いて、12ページになりますが、第91条の改正規定、

12ページから13ページは附則第15条の次に５条を加える規定について、軽自動車税の環境性

能割の導入時期の変更に伴い、平成31年10月１日からの規定となることから、第１条の改正

規定からそれぞれ削除するものでございます。 

  13ページから15ページは附則第16条でございます。これについては、新規取得した一定の

環境性能を有する軽４輪等の軽自動車税の軽減措置を平成29年度までの１年、延長するた

め、規定を整備するものでございます。 
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  次に、17ページでございます。 

  第１条の２の改正となります。これにつきましては、第１条の改正と同様、平成28年12月

会議において提案の洞爺湖町税条例の一部改正、平成28年洞爺湖町条例第32号の未施行の規

定の一部について、施行期日が平成31年10月１日からとなるため、第１条の２として追加の

提案をするものでございます。 

  第18条の３、第19条でございます。これについては、軽自動車税の環境性能割の延滞金の

取り扱いの規定について、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に伴う規定の整備でご

ざいます。 

  次に、第34条の４でございます。これについては、法人住民税の法人税割の税率改定の適

用開始時期の変更に伴う規定の整備でございます。 

  第80条の改正規定、第80条の２を削除する規定、18ページは第81条を改める改正規定、そ

れから、19ページから20ページは第81条の次に７条を加える規定、20ページにおいては第82

条の改正規定、21ページは第83条の改正規定、第85条の改正規定、第87条の改正規定、第88

条の改正規定、第89条の改正規定、第90条の改正規定となります。 

  22ページは第91条の改正規定、22ページから23ページは附則第15条の次に５条を加える規

定について、軽自動車税の環境性能割の導入時期の変更に伴い、規定をそれぞれ整備するも

のでございます。 

  23ページは附則第16条でございます。第１項については、一定期間を経過した軽４輪の軽

自動車について、標準税率を引き上げる規定でございまして、軽自動車税の所有者に種別割

を課税する仕組みとなることに伴う規定の整備でございます。附則第16条第２項から第４項

について、軽自動車税について平成29年度分に限り適用する規定でございまして、平成31年

10月１日から施行する規定に該当しないことから、規定を削除するものでございます。 

  次に、24ページ、これは改正条例附則の一部改正でございます。 

  続いて、26ページ、第１条の施行期日でございます。第１号については、平成28年12月会

議において提案の際、平成29年４月１日から施行としていたそれぞれの規定について、軽自

動車税の環境性能割の導入時期の変更により削除し、条例附則第16条の改正規定及び附則第

２条の３の規定を平成29年４月１日より施行として整備するものでございます。第３号につ

いては、今回提案の第１条の２の洞爺湖町税条例の一部を改正する条例及び第２条の洞爺湖

町税条例等の一部を改正する条例の一部改正の規定並びに附則第２条の２及び第３条の規定

について、平成31年10月１日から施行とするものでございます。 

  27ページ、第２条、町民税に関する経過措置について、第３項を削り、第４項を第３項

に、第５項を第４項とし、第２条の２について、施行した日以後に開始する法人について適

用するとした経過措置の規定の整備でございます。 

  次に、27ページの第２条の３でございますが、軽自動車税に関する経過措置について、新

条例附則第16条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用する旨、規定を整備する

ものでございます。第３条について、同条第１項中、「新条例」を「31年新条例」に、「附
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則第１条第１号」を「附則第１条第３号」に改め、同条第２項中、「新条例」を「31年新条

例」に、「平成29年度」を「平成32年度」に、「平成28年度分」を「平成31年度分」にそれ

ぞれ改めるものでございます。 

  なお、今回の改正にかかわる条例は、いずれも公布の日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 条文の中身は全くわからないのですけれども、基本的に言うと、この

軽自動車税は上がるというふうに、私は多少なりと上がるのだなというふうに思っているの

ですが、どの程度上がって、町の税収にはどのぐらい影響するのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 軽自動車税でございますけれども、軽自動車税は、今までと

違いまして、環境性能に合わせて、取得額に対して１％から３％の税率で課税されるという

ことでございます。この課税につきましては、道が課税と徴収を町村にかわってやってくだ

さるというものでございまして、税収については、今までの軽自動車税よりも下がる、金額

的には、税収的には下がるという試算になっております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。まだまだあるのだったら、午後にいたします。終

わりますか。 

○８番（沼田松夫君） いいです。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員、まだ大分ありますか。 

○６番（立野広志君） あります。 

○議長（佐々木良一君） それでは、質問は午後からにしたいと思います。 

  ここで休憩に入ります。 

  再開を午後１時といたします。 

（午後 ０時０３分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 午前中の答弁で、答弁漏れがありましたので、答弁を続けます。 

  佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 先ほどのご質問の中で、環境性能割の関係でございます。 

  これにつきましては、今現在、課税されている軽自動車税とは別でございまして、消費税

の税率の10％引き上げによる自動車取得税の廃止に伴います自動車税及び軽自動車税に、そ
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れぞれ環境性能割というものが創設されますので、今回の改正については、それにかかわる

創設の施行期日の改正ということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 先ほどの説明でも、実際、条例改正というのはなかなかわかりにくい

部分があるのですが、まず整理すると、消費税率引き上げ、現在の８％を10％に適用すると

いうことを決めていたわけですけれども、この適用時期が2019年の10月１日へと延期された

ということで、それに伴う税制措置を盛り込んだ法律が成立しまして、改正法において、こ

の地方税並びに地方法人税の税率改正の適用も延期するということです。それで、今、条例

改正で出ているのは、法人町民税、そして軽自動車税、個人住民税というふうになるのです

が、聞きたいのは、そうすると、その施行開始時期が平成29年４月だったのが、改正され

て、31年10月１日に変わったというだけの改正なのか。それとも、それ以外の改正分も、今

回の改正の中に含まれているのかということを、まず説明いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 議員のおっしゃるとおり、消費税の税率引き上げの延期にか

かわりまして、施行期日を改正するというものでございます。 

  また、それと、個人住民税におけます住宅借入金等の特別控除におきまして、その適用期

限も平成41年度から平成43年度までに延長する規定の改正でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そうすると、これは実施時期が延期されたというだけで、中身的に

は、前回改正した内容と変わりがないというわけですね。 

  それで、お聞きしますけれども、こういうふうに、本来、例えば消費税増税を前提として

税条例が改正されて、それを見込んだ形で、いろいろな事業が国においても行われようとし

ていました。しかし、それも結局、財源不足ということで、国債を発行するとか、いろいろ

国は措置をとっておりますが、例えば、当町において、この延期によって税収の影響といい

ますか、これはあらわれてくるのかどうか。延期により、税収見込みが減少するというよう

なことが起こり得るのかどうかですね。この点についての説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） この改正が延期されるということに伴いまして、当町の税収

といいますか、歳入がそれによって減少するなどといったことはないものと思っておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 例えば、町に歳入とされる地方消費税等についても、当初、税収引き

上げによると、自治体に対しては地方消費税が増額されて入ってくるというようなことにも

なるわけですが、随分早い時期から、これも、延期するということもわかったわけなので、

そういった予算措置は見込まずに今回予算を組んでいると。そういうことで影響がないとい
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うふうに言っていいのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 議員のおっしゃるとおりでございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第48号洞爺湖町税条例等の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第48号洞爺湖町税条例等の一部改正については、原案のとおり可決され

ました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第49号洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の12ページでございます。 

  議案第49号洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  なお、議案説明資料でいきますと、29ページから96ページということになります。非常に

ボリュームがございますので、議案書に沿って、その概要についてご説明をさせていただ

き、提案理由の説明とさせていただきたいというふうに思いますので、ご了承をお願いした

いと思います。 

  それでは、まず、条例改正の趣旨でございますけれども、地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、介護保険法の一部が改

正されたことに伴い、利用定員18人以下の通所介護施設が、地域密着型通所介護として地域

密着型サービスに移行されたこと、これは簡単に言いますと、今まで道が所管という形が町
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に所管が移ったというようなことで、もろもろの条例を改正するというものでございます。

それから、「複合型サービス」から「看護小規模多機能型居宅介護」に名称変更されたこと

から、所要の改正を行うものでございます。 

  介護保険法改正による本条例の引用規定の条項など、また、字句を改める部分がございま

すが、そちらのほうの説明は省かせていただきまして、主な改正点のみを説明させていただ

きます。 

  なお、現行の条例は、目的達成のための必要最低限の基準を定めたものであり、事業所の

人員、設備及び運営基準は、これまで国の省令により定められておりましたが、地域密着型

サービス事業者は、これまで基準条例を遵守することで適切な事業運営を行っていることか

ら、このたびの条例改正も基準省令どおりに改正するというものでございます。 

  議案書の13ページからでございます。 

  下段のほうになりますけれども、第３章の次に、第３章の２として、地域密着型通所介護

を新たに追加するものでございます。 

  基本方針については、地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護の事業は、要介

護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持または向上を目指

し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消

及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけ

ればならないとしております。 

  議案書の14ページから16ページにわたりますが、第２節から、人員に関する基準として、

管理者１人以上、常勤を配置、生活相談員については１人以上、生活相談員または介護職員

のうち１名は常勤のこと、介護職員２人以上、これは生活相談員と同様でございます。看護

職員１人以上、機能訓練指導員１人以上としております。 

  第３節は、設備に関する基準ということになります。 

  食堂及び機能訓練室の広さは、利用者１人当たり３平米、３平方メートル以上確保するこ

と、及び、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備及び備品を備えることとしております。 

  次は、16ページから21ページまでにわたります。 

  第４節、運営に関する基準として、サービス利用者の心身の状況等を把握し、要介護状態

の軽減や予防について目標を定め、計画的に実施すること、それから、運営規程を定めるこ

と、従業員の資質の向上のために研修の機会を確保すること、６カ月に１回以上、運営推進

会議を開催し、評価を受け、助言をいただくということ、その他、非常災害時の対策や衛生

管理、事故発生時の対応、記録の整備などを定めております。 

  第５節、指定療養通所介護事業の基準についてでございますが、第１款、趣旨として、指

定療養通所介護では、指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者また

はがん末期の者であって、常時看護師による観察が必要な者を対象とするということでござ
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います。基本方針について、サービスを提供するに当たっては、利用者の主治の医師及び利

用者の利用している訪問看護事業者等と密接な連携に努めることということが規定されてお

ります。 

  続いて、議案書の22ページに飛びますが、第２款、人員に関する基準として、看護職員ま

たは介護職員の員数は、利用者の数が1.5に対し、１人以上とし、うち１人以上は常勤の看

護師であって専従とするものでございます。なお、管理者については、常勤の看護師とする

ということでございます。 

  第３款は、設備に関する基準でございまして、利用者は９人以下とし、指定療養通所介護

を行うにふさわしい専用の部屋と消火設備その他、非常災害に際して必要な設備や備品を備

えることが規定されております。 

  今度は、議案書23ページから27ページまででございますが、23ページの第４款からです。 

  運営に関する基準について、サービス提供事業者は、保健医療サービスまたは福祉サービ

ス提供事業者と密接な連携に努め、介護計画書を作成し、また、緊急時には主治の医師とと

もに、あらかじめ緊急時の対応策並びに緊急時対応医療機関を定めておくこと、それから、

安全かつ適切なサービスを提供するため、安全・サービス提供管理委員会を設置し、おおむ

ね６カ月に１回以上、開催することを定めております。 

  次は、27ページ下段から28ページになります。 

  認知症対応型通所介護について、第63条に第４項を追加し、本事業の設備を利用しての泊

まりのサービスを実施する場合は、事前に町長に届けることと規定しております。 

  二つ目に、認知症対応型通所介護の運営に関する基準のうち、第67条の心身の状況等の把

握及び第68条の利用料等の受領、さらに第72条の管理者の責務、第74条の勤務体制の確保等

から第78条の地域との連携等についてまでを削除し、改正後の第80条、準用において、それ

ぞれ地域密着型通所介護の規定を準用するものとするということでございます。 

  続いて、29ページから31ページにわたります。 

  従業員の員数について、看護師または准看護師については、同一敷地内の施設等も兼務可

能とするとともに、新たに兼務可能な施設・事業所を追加するというものでございます。 

  登録定員及び利用者について、登録定員は、これまでの25人以下から29人以下とし、通い

の登録定員は、これまで15人までとしていたが、改正後は新たに登録定員26人から29人に対

応して、利用定員を16人から18人と定めるとしております。 

  指定小規模多機能型居宅介護についてでございますが、指定小規模多機能型居宅介護の基

本取扱方針のうち、第105条の地域との連携等を削除し、改正後の第108条、準用において、

地域密着型通所介護の規定を準用するものとしております。 

  続いて、議案書31ページから36ページにわたります。 

  「複合型サービス」から「看護小規模多機能型居宅介護」への名称変更ということでござ

いまして、第110条の従業員の員数から第111条の管理者まで、及び、第130条の従業員の数

から第131条の管理者まで、また、第152条の地域密着型介護老人福祉施設の設備から、第
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193条の事業者の代表、さらには、第195条の設備及び備品等から第201条の記録の整備ま

で、「複合型サービス」から「看護小規模多機能型居宅介護」の名称変更に伴う条文を整備

しております。 

  なお、追加説明として、31ページの第113条第１項にただし書きを追加しております。認

知症対応型共同生活介護における設備については、これまで一事業所が整備できるユニット

数は、１または２であったが、改正後は、新たな用地の確保が困難であるなどの事情がある

場合は、３ユニットとすることができるとしております。 

  同じく、32ページでございますが、地域密着型特定施設入居者生活介護について、第148

条の記録の整備及び第149条の準用については、地域密着型通所介護の規定を準用するとし

ております。 

  それから、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における従業員の員数について、

第151条の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における従業員の員数について、サ

テライト型の本体施設に新たに指定地域密着型介護老人福祉施設を追加、なお、第17項でサ

テライト型居住施設に医師または居宅介護支援専門員を置かない場合は、サテライト型の本

体施設に配置することとするが、その員数は両施設の入所者の合計数が100またはその端数

を増すごとに１以上の介護支援専門員を配置することとしております。 

  次に、34ページから35ページになりますが、指定看護小規模多機能型居宅介護における登

録定員及び利用定員についてでございます。第194条の指定看護小規模多機能型居宅介護に

おける登録定員及び利用定員について、登録定員はこれまで25人までとし、通いの登録定員

は15人までとしておりましたが、改正後は、新たに登録定員26人から29人に対応して、利用

定員を16人から18人と定めているものでございます。 

  37ページから38ページでございます。 

  改正後の附則第２項において、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における

経過措置を設けているところでございます。 

  施行期日については、公布の日からとし、第２項及び第３項において必要な経過措置を定

めております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回、本当に、この条例が改正されることで、これまであった介護施

設がさらに名称を変えたり、あるいは定員や、それから１人当たりの面積、あるいは職員の

配置数等々がそれぞれ変わっているのだと思うのですが、実際、今の説明だけでは何かよく

わからない部分がいっぱいあるわけです。 

  ちょっとお聞きしたいのですが、最初に、初歩的なことをお聞きします。 
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  この条例案では、一つは洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備というふう

になっています。これの一部改正ですね。二つ目は、洞爺湖町指定地域密着型の次に介護予

防サービスの事業の人員というふうに、施設といいますか、種別が二つに分かれていますよ

ね。もう一度言うと、上のほうは地域密着型サービスというふうに言い、次に言ったのは、

地域密着型介護予防サービスというふうに言われています。まず、このサービスの違いです

ね。施設の違い、これについて、ちょっと説明いただきながら、実際に、当町において、こ

ういった該当する施設がどの程度あるのか、最初の地域密着型サービス事業を行っている事

業所は幾つあって、指定地域密着型介護予防サービスというのは、どういう施設があるの

か。 

  三つ目は、それぞれやっぱり施設によって、目的や、いろいろ中身が当然違うわけです

が、そうすると、こういう施設にどういう方が入れるのか。４月からは、ご存じのように介

護保険法改正によって要支援の１・２の方はもう介護保険の該当にはならなくなった。それ

から、介護施設の入所についても、要介護の１・２の方については介護施設への入所という

のができなくなってきています。そういうことから言いますと、今回、この指定地域密着型

サービス事業というのと指定地域密着型介護サービスという、その二つに分かれているので

すが、どういう方々がこの施設に入所することができるのか。 

  それら、ちょっと今、３点についてお聞きしたのですが、説明いただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） まず、１点目の件でございます。 

  地域密着型通所介護、それから地域密着型介護予防通所介護、この違いでございます。 

  サービスの違いについては、ございません。利用される方によって、例えば、介護予防と

つけば、要支援認定の１から２の方が利用される。それから、その介護予防がない場合、地

域密着型通所介護事業所、この場合は要介護認定１から５の認定の方が利用できる施設とい

うことの違いでございます。 

  二つ目のご質問でございます。 

  当町における施設の現状ですが、地域密着型通所介護事業所、これは介護予防の方も使え

る施設でございまして、定員９名の施設が１カ所、それから定員10名の施設が１カ所という

ことで、計２施設がございます。それから、認知症対応型通所介護事業所、これは要支援の

１以上の方が使える施設及び要介護１から５の方が使える施設でございまして、定員12名の

施設が１カ所ございます。今回の条例改正における対象となる施設としては、この計３カ所

の施設が対象となるというところでございます。 

  それから、どういった方たちが入れるのか、入所できるのかというところでございます。 

  現在、入所ということでつかまえますと、地域密着型特別養護老人ホームというものが、

当町の場合、29名を定員とする施設が１カ所ございます。入所につきましては、ここの施設

及び地域密着型認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームですね。認知症の方が

使えるグループホーム、これは定員９名の施設が１カ所並びに定員18名の施設が１カ所とい
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うことで、グループホームについては２カ所あるような状況になってございます。 

  どういう方が入所できるのかということでございますが、いずれにいたしましても、地域

密着型特別養護老人ホームにつきましては、特別養護老人ホームの規定から要介護３以上の

方でなければ入所ができないこととなっております。 

  ただし、要介護１及び２の方でも、在宅で生活することが困難な方、例えば、認知症の症

状がひどくて、介護度は低いのだけれども、在宅で生活することが無理な方、こういった

方々につきましては、市町村と協議の上、意見書を提出の上、入所することが可能となって

おります。 

  また、認知症対応型のグループホームにつきましては、要介護１以上の方が利用できる施

設となっているところでございます。 

  通所のほうでございますが、通所施設としては、先ほどもお話ししましたとおり、介護予

防か、それから、介護予防のない方、いわゆる介護認定の認定がついている方であれば利用

ができるというような状況になっているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 本当に似たような名称の施設が書かれていて、どちらがどちらの施設

に属するかというのは、なかなかわかりにくい面があるのですが、今、聞きましたら、当町

においては、入所施設の関係でいえば３施設ですか。通所でいっても３施設ということにな

るのでしょうか。 

  ただ、今回の改正が、よく言われる介護予防あるいは介護事業に対して、財政的にはかな

り入所者の負担がふえていくというふうに言われているのですが、例えば、４月から始まる

介護予防・日常生活支援総合事業との関係でいうと、このいわゆる通所施設等との関係でい

くと、どういうふうにつながっていくわけでしょうか。ちょっとご説明いただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 総合事業との関係でございますけれども、４月から総合事業

が新たにスタートし、現在認定を受けている要支援１から２の方、通所介護及び訪問介護を

受けられている方については、従来どおり、そのままサービスが受けられる形になり、ま

た、認定期限が過ぎた時点で、総合事業のほうへ順次移行されるというような形になってく

るわけでございます。 

  そういった中で、今回の条例改正の部分について、改正をするわけでございますけれど

も、これに改正したからといって、サービスが使えなくなるというわけではございません。

その点については、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 現在サービスを受けている人たちについては、認定期限が切れるまで

は、この今のサービスを続けられるということですが、たしか認定というのは１年間でした

か。あれは有効期限ね。ですから、１年ごとに認定し直すというような格好、状態が急激に
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変わる場合は別でしょうけれども、そうすると、１年間は使えても、その後はいわば総合事

業のほうに移行していくというようなことになってくるということなのですね。 

  もう一つお聞きしたいのですが、今回は施設において、この介護施設における人員とか設

備とか運営の基準に関しての条例改正ということで、ここに書かれている、例えば、施設ご

との人員の配置数とか、あるいは、設備の広さであったり、運営方法等についての明言はあ

るのですが、従前よりもこういう事業所で、介護施設で働く方々の今度は報酬について、ど

んなふうになっているでしょうか。わかりますか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 従事者の報酬につきましては、現在と変わらないというふう

に認識してございます。 

  もし、それが違うということであれば、後ほどで結構でございますが、ご提供していただ

ければ大変ありがたいかなというふうに思いますけれども、私の知っている範囲といたしま

しては、報酬については変わらないというふうに認識しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第49号洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第49号洞爺湖町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、議案第50号洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書39ページでございます。 
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  議案第50号でございます。 

  洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一

部改正についてでございます。 

  洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  この条例改正の趣旨でございます。 

  前議案と同様、介護保険法の一部が改正されたことに伴って、介護予防認知症対応型通所

介護、それから介護予防小規模多機能型居宅介護等の事業の人員、設備、運営等に関する基

準に所要の改正を行い、あわせて文言の整理を行うものでございます。 

  なお、現行の条例は、目的達成のための必要最低限の基準を定めたものであり、事業所の

人員、設備及び運営基準は、これまで国の省令により定められておりましたが、居宅介護・

予防支援事業者は、これまで基準条例を遵守することで適切な事業運営を行っていることか

ら、このたびの条例改正も基準省令どおりに改正するものでございます。 

  新旧対照表でご説明をさせていただきます。 

  98ページからごらんいただきたいと思いますが、説明については、字句等を改める部分の

説明は省かせていただきまして、改正点のみの説明をさせていただきます。 

  98ページでございます。 

  第７条、介護予防認知症対応型通所介護における設備、備品等の関係でございます。第４

項を新たに追加し、本事業の設備を利用して泊まりのサービスを実施する場合には、サービ

ス内容を事前に町長に届けることを規定してございます。 

  続いて、100ページでございます。 

  第９条になります。利用定員等でありますが、第１項において、これまでグループホーム

との共用型の１日当たりの利用定員を事業所・施設ごとに３人以下としておりましたが、改

正後は、１ユニットごとに３人以下としております。 

  101ページでございます。 

  第37条の事故発生時の対応でございますが、改正後、新たに第４項を追加し、泊まりのサ

ービス等において事故が発生した場合においても、関係者の連絡や事故状況の記録など、必

要な措置を講じることを定めております。 

  続いて、第39条でございます。地域との連携でございますが、事業者は、利用者、利用者

の家族、地域住民の代表者、町の職員または指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所

在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者等により構成される協議会、以下、運営推進会議と言いますが、これを設

置し、おおむね６カ月に１回以上、運営推進会議に対し、活動状況を報告し、運営推進会議

による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望や助言等を聞き、また記録を公
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表することとしております。 

  さらに、第５項として、同一建物に居住する者以外へのサービスの提供に関する規定を追

加しているところでございます。 

  次は、102ページから103ページにわたります。 

  第44条、従業員の員数でございますが、改正前は、第６項において、これまで従業員の兼

務については、第１号から第４号に掲げる施設等が併設されている場合としておりました

が、改正後の表になりますけれども、看護師または准看護師については、同一敷地内の施設

等も兼務可能とするとともに、新たに兼務可能な施設・事業所を追加しているものでござい

ます。 

  続いて、105ページになります。 

  第45条でございます。管理者につきましては、第１項の改定後において、106ページにわ

たりますが、兼務可能な職務に介護予防・日常生活支援総合事業を追加しております。 

  次は、107ページになります。 

  第47条、登録定員及び利用定員でございますが、第１項において、登録定員を改正前の25

人以下から、改正後に29人以下とし、第２項第１号において、これまで通いの登録定員は15

人までとしておりましたが、改正後は、新たに登録定員26人から29人に対応する利用定員を

16人から18人と定めております。 

  次に、109ページになります。 

  改正前の介護予防小規模多機能型居宅介護における第62条の地域との連携等を削除してお

りますが、これについては、109ページの改正後の第65条の準用において、介護予防認知症

対応型通所介護の規定を準用するものとしております。 

  111ページに飛びます。 

  第74条でございます。介護予防認知症対応型共同生活介護における設備等でありますが、

これまで一事業所が整備できるユニット数を１または２ユニットと規定しておりましたが、

改正後は、新たな用地の確保が困難である等の事情がある場合は、３ユニットとすることが

できるとしております。 

  112ページでございます。 

  改正後の附則第２項において、必要な経過措置を定めております。 

  議案書に戻りまして、附則になります。 

  この条例は、公布の日から施行するものとしております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 先ほど質疑をしたこととはダブらないようにしたいと思うのですが、
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今回提案されている、この条例改正なのですが、全体的に読んでいると、結局、介護を必要

とする高齢者が年々増加していく中で、施設にしても、それから、そこに従事している職員

も、非常に今、不足してきていると。そういう状況の中で、例えば、これまではある一定の

範囲で何名というふうに定めていたものが、施設の兼務を認め、例えば、介護職員であった

り、看護師あるいは准看護師の対応にしても、兼務することができる範囲を広げていくとい

うようなことで対応していこうとしているという状況を感じるのです。 

  内容的に、もうそういうことになっていくと、結局、介護職場で働く職員というのは、先

ほど給与の関係で聞きましたが、報酬は変わらなくても、実質的な仕事の量というのは非常

にふえていくのではないかというふうな気がするのですが、この条例の改正自体で、そう

いった内容というのは見通せないのでしょうか。そういうものになっていきませんか。実際

に、それを補うような条例改正になっていませんか。 

  ちょっとその辺を、提案者としてどのように考えているのか受けとめたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） このたびの条例改正、いわゆる都道府県から市町村に権限が

委譲された、まず理由からでございますけれども、市町村が指定することで、その地域に地

域密着型サービスが本当に必要かどうか、これらの判断が迅速になると。より地域との連携

や運営の透明性が図れるということで、国はうたっております。 

  そういった意味では、地域密着型に移行することで、市町村が、より、今まで以上に事業

所に介入ができるということになるわけでございますけれども、今、議員にご心配していた

だきました職員が不足している中で兼務をすること、いわゆる範囲を広げるということは、

その者にとっての労働がふえるのではないのかというようなご指摘でございますが、私もそ

れについては確かにある実態としてあるのかなという判断はしております。しかし、現在、

国のほうにおいて、そういったフォロー等についての通達なりはないような状況になってご

ざいます。 

  確かに、ご本人、個人の労力に対して、ますます負担がかかってくるという実感は、私も

しているところではございますけれども、先ほどお話ししましたとおり、町が今後、ますま

す各事業所にかかわりを強く持つというようなことから、実態についても把握がますますで

きるのかなというふうに思ってございます。ですから、そういった意味で、その労働力の増

加等については、実態把握の上、北海道なりに状況を報告していくというようなことも、今

後必要かなというふうに、私は思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 担当としては、非常に前向きだし、そのような形で努力していかなく

てはいけないのだろうと思うのですが、職員の処遇の問題というのは、最終的には、そこに

入所している高齢者に対するサービスの問題でもあると思うのですね。 

  これまで、かなりやはり、施設に入所していても手の回らない、一人一人の入所者に対し

て十分な対応ができないで、いろいろな問題が起きていたわけですけれども、それがさら
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に、兼務なども含めてふえていくことによって、一人一人の入所者に対するサービスがさら

に低下していく。条例上はですよ、サービスが低下してはならないと、これまでどおりやら

なくちゃいけないよというふうに書いてあります。でも、実質的には、そういう状況になっ

ていくのではないかという気がするのですね。 

  ですから、今、条例を提案している、特にこれは地域密着型として、それぞれの市町村単

位で、この事業について、施設に対してさまざまな形で意見を述べる機会がふえてくるわけ

ですから、逆にそれを有効に活用して、施設の問題、そこで働く職員の処遇の問題、そして

入所者の状況、こういったものをやっぱりきちんと把握しながら、時には施設と一緒になっ

て、その改善を求めていくというような立場が必要なのだろうと思うのですね。ぜひ、そん

なふうに取り組んでいっていただきたいなというふうに思うのです。 

  文言上は、本当にこれをやろうとすると、大変な負担になるだろうということは書いてあ

りますよ。だから、大変な負担になるだろうと思うのですね。そういう姿勢に立って、やっ

ぱり自治体として、地元の町としては取り組んでいただきたいと思うのですが、いかがです

か。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 議員がご心配の点、まことに私もそのとおりだと思っており

ます。労働力の増加によって、高齢者がサービスを低下させることがないようにすること

が、やはり一番大事なことであるというふうに思っておりますし、今、ちょっと話がずれる

かもしれませんけれども、指定の期間が、６年間という期間がございます。その６年間の中

で、市町村は、指導監査等を行わなければなりません。その中で、細かなところまで見させ

ていただき、聞かせていただき、監査をもとに事業所の実態を把握していく。 

  また、それだけでは、もちろん私も足りないと思いますので、常日ごろから事業所のほう

に足を運びながら、また、先ほどの推進会議ではございませんけれども、６カ月に１回以上

開催しなければならないというようなところから、実態については、これからガラス張りに

なるのではないのか、今までももちろんなってはおりましたけれども、より透明性が出てく

るのではないかなというふうに思ってございます。 

  そういった中で、私どものほうが、また、こういった点についてはどうなのかとか、管理

者等のほうにもお尋ねをしながら、そういった意味で改善ができる点があれば、推進会議

等、それから保険者として、事業所のほうに今後も指導していきたいというふうに感じてい

るところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 介護保険制度も本当に難しい時期に来ているなという感じがいたしま

す。今まで、都道府県であったものが、今度は市町村のほうにおろされてくるという中で、

これは、何回も一般質問の中でもご説明させていただいたわけでございますが、私どものま

ちは、観光産業を主体として、そして医療・福祉、この部門をツインタワーとして、これか

らも成長していきたいという中で、特に福祉の関係、私どものまちにも福祉事業者さんがい
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らっしゃいます。そこのほうとこれからも連携を密にしながら、特に、今、健康福祉課長は

一生懸命な職員でございますので、健康福祉課が中心となって事業所のほうとよく連携をと

りながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第50号洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の

基準に関する条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第50号洞爺湖町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

の基準に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第51号西胆振消防組合の共同処理する事務の変更及

び西胆振消防組合規約の変更についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の44ページでございます。 

  議案第51号西胆振消防組合の共同処理する事務の変更及び西胆振消防組合規約の変更につ

いてでございます。 

  地方自治法第286条第１項の規定に基づき、西胆振消防組合の共同処理する事務に、火葬

場に関する事務を加え、同組合規約を次のとおり変更することについて、同法290条の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

  火葬場の共同整備につきましては、昨年の胆振西部１市３町首長連絡会議において、構成

団体が同じである西胆振消防組合の枠組みを活用して整備することが同意をされておりま

す。 

  西胆振消防組合が火葬場に関する事務を行うために、組合の共同処理する事務に火葬場に
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関する事務を追加する規約の一部が、変更が必要であるということでございます。 

  この規約の一部を変更しようとするときは、地方自治法第290条の規定に基づいて、構成

団体の議決が必要となり、ご提案をするものでございます。 

  今、規約を変更いたしますけれども、現在、清水にある洞爺湖町の火葬場につきまして

は、まだしばらく活用できるということで、町内の方、６割程度は利用されておりますし、

虻田で言いますと、８割ぐらいが利用されているということもございます。この清水の火葬

場については、引き続き使用してまいります。 

  では、議案説明資料113ページでご説明させていただきます。 

  一番最後の１枚でございます。 

  まず、現行の題名でございますが、「西胆振消防組合規約」を「西胆振行政事務組合規

約」と改正するものでございます。 

  第１条、組合の名称でありますが、「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」と改定

するというものでございます。 

  第３条、組合の共同処理する事務でありますが、消防に関する事務と火葬場に関する事

務、関係する市町が共同設置する施設に係るものに限るとしております。 

  第11条、補助職員でございますが、消防職員の定数は条例で定めておりますが、火葬場に

関する事務に必要な職員を置くことができるとしております。第２項では、消防職員以外の

職員は、管理者が任免することとしております。第３項では、消防職員の任免、定数につい

て記載しております。 

  第13条第２項の「組合議会」を「組合の議会」と文言を改めております。 

  第14条、組合経費の支弁方法でございますが、第２項第３号において、運営経費をつけ加

えて明記をしております。第４号の「組合議会」を「組合の議会」と改めております。 

  議案に戻りまして、45ページでございますが、附則でございます。 

  この規約は、平成29年６月１日から施行することとしております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 数日前だと思いました。私も個人的に消防団員でございまして、消

防分団の幹部会議があったときに、この議題で、こういう名称が変わりますよということの

説明がありました。そのときに、何でこんなふうに、消防なのに、こんな行政事務組合の名

前になっちゃうのかということが出まして、説明するのにちょっと苦慮したのですが、この

もともとの組合の名称が、消防組合というもう消防しかこの事務組合はあり得ないというよ

うな名称のつけ方だったために、こういう別な事務組合が発生したときに、ちょっと支障を

来したということになるわけで、これはいたし方ないかなというふうには思っております。 

  そこで、この規約の改正の中で、まず消防は、基本的に変更はないものと思いますが、
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ちょっと規約そのものにも、火葬場の事務がふえたことによって、消防に関する規約も一部

変更になっているようでございます。基本的に消防に関しての変化が、規約が変わることに

よって、変わるものがあるのかどうかということが１点です。 

  もう１点は、結果的に、この火葬場の共同処理が入ることによって、建物は中心になる伊

達市が全部負担するということを聞いておりますけれども、私たちのこの洞爺湖町が実際に

負担すべきものというのは、この規約からいくと、どういうものが負担の対象になるのか、

これをお聞きいたします。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 西胆振消防組合の共同を資する事務の変更で、今回、西胆振

消防組合の規約の変更になっております。名称につきましては、今、お話ししているとお

り、変わるところでありますけれども、消防・救急に関する業務に関しましては、今までと

変わらないものになっております。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 町の負担がいつどういう形で出るかということでございますけれ

ども、今のところ、清水の火葬場がそのまま運営をしている限りにつきましては、費用的な

ものは発生しないということで、取り決めになろうかと思います。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  そのほか、ありますか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） まず１点目です。今回の西胆振消防組合に関係する規約の変更という

ことですが、ここに新たに火葬場に関する事務が加わったわけですけれども、例えばメルト

タワーの広域連合なんかでも、事務処理を行う業務も入っているのですね。ところが、それ

には、うちのまちは含まれていないと。含まないということにしています。ですから、例え

ば、規約は変更したけれども、では、その規約の変更に基づいて、例えば、この火葬場に関

する事務というのは、これだけで洞爺湖町も含まれるというふうに解釈されるのか。それと

も、この事務に参加するのに、改めて何か意思表示をすることが必要になってくるのか。

ちょっとその辺を一つ確認させてください。 

  それから、もう一つは、実はこの規約が出る前、実際に参画しようとしている伊達を中心

とする火葬場の共同整備についての説明がありましたが、その中で、この火葬場の使用料に

ついての見通しが説明されました。この組合に加入している者であれば、１体について３万

7,000円だということなのですね。洞爺湖町は現在、１体について２万円でしたか。伊達も

実はこんな金額ではないのです。３万7,000円という金額では現在ないのですね。というこ

とで、このままでいくと、もしやこの火葬場の整備についての議論は、この消防、今度変わ

れば消防組合ではないですが、この中で議論が進んでいくとなれば、直接的に町はここにか

かわっていかないよということになれば、この料金の設定というのは、今、想定されている

金額のままになってしまう可能性が非常に強いなと。そうすると、全体としても、これは豊
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浦もそのようですけれども、かなりの使用料の値上げになると。 

  このことも含めて、暗黙のうちにといいますか、何か決められていくというのが非常に釈

然としないのですよ。例えば、直接参画しないにしても、この１体の火葬場の使用料が、な

ぜこんな金額になるのかという積算なり見積もりをやっぱり示すべきだと。その上で、こん

なに高い金額を払わなければならない施設ならば、参加はどうするという話になるはずなの

ですよ。それもお任せでは、ちょっとまずいのではないかという気がするのですが、その

線、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） まず第１点目の、この規約の改正によってこれからの話し合いの

場といいますか、意思表示がこれからどういう形になるかということでございますが、この

規約改正によりまして、まずは行政組合の形で運営する形になると思います。 

  ただ、この火葬場の件に関しましては、今後も首長会議なり、担当者会議なり、いろいろ

な会議の中で、まだ設計等も始まっているわけでもございませんので、これからいろいろな

形で話し合いをされた中で推進されていく形になろうかと思います。 

  料金の関係ですが、前回の全員協議会の中で伊達市さんのほうでもお話をされていたと思

うのですが、一応、目安というような形で、３万7,000円程度になるのではないかというお

話はしてございました。ただ、これはまだ本当の大まかな試算という形の中でのお話でござ

いました。これから、設計に入ってのランニングコストの計算ですとか、そういったものの

中から真に近いような使用料が出てくる、そのときには、また皆さんにお諮りをしたいとい

うお話もされておりましたので、そういう形の中で料金は、まだ早くて平成32年10月ごろの

稼働という形なものですから、それまでにいろいろな形で協議をした中で決めていく形にな

ろうかと思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 以前から町長は、この伊達を中心とする火葬場の共同整備について

は、一部事務組合として、洞爺湖町として名は入るけれども、当面はみずから持っている火

葬場を利用していくのだという説明をされていました。ですから、その間は、この整備につ

いても、どの程度、口出しができるのかというのが、非常に私は不安なところがありまして

ね。 

  今、課長が答えられたけれども、まだまだ先の話だから、あくまでも今は見込み額という

ような金額で出ていると言うのですけれども、口が挟めないような状況の中で、このまま伊

達を中心として、この火葬場の施設の規模とか内容とか、そして、それに伴う料金の設定ま

で行くようだったら、これは全く公平ではない。本当に名前だけの加盟でしかない。この一

部事務組合の中に入るのであれば―一部事務組合に入っていますけれども、火葬場に関し

ての検討をするのであれば、もっと積極的に発言できる立場になければだめだなと思うので

す。幾ら伊達が中心になるにしても、私たち含めて、ほかのまちも入ることによって、国か

らの交付金の額も変わってくるわけでしょう。要は、そのために入ってくださいというわけ
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ですから。ですから、それだけの主張をできる立場があると思うのですよ。 

  先ほど言った３万7,000円というのは、この管内の中で、どのまちでも採用していない金

額です。ですから、その金額が出る根拠というのは、施設の規模にもよるわけですから、そ

んな高価な規模を必要としない、あるいは、そういう施設も要らないというようなことも含

めて、施設の中身について十分議論しなくてはいけない。 

  これが一部事務組合の議会の中で議論されるのかどうかも、実はわからないのですけれど

も、首長の段階だけで協議が進んでいくのか、あるいは、一部事務組合にその都度報告さ

れ、議員の意思表示も受けてやるのか。その辺の進め方もわからないのですが、いずれにし

ても、一部事務組合に入る以上、入ってこの業務にかかわっていく以上、平等に発言する機

会が与えられるのかどうか。このことをもう一度、お答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これが西胆振消防組合から一部事務組合に移行するということになり

ますと、当然、最終的には議会がございますので、そちらの議会のほうの決定権になってこ

ようかと思いますが、そこに至るまでのプロセスの中で、当然、担当課長会議あるいは首長

会議、これらがあります。その中で、私どもの主張できるところは主張してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  ただ、今、金額が３万7,000円という数字が出ておりますけれども、これは、やはり特に

都市部を中心とした金額で出てきているなという部分は、私もそういう考え方を持っており

ました。今回、新設することによって、その維持管理経費等々を含めた中で、１体当たり３

万7,000円程度いただけないだろうかというお話がありましたので、首長会議の中では、そ

の数字が妥当な数字なのかどうなのか、それは先ほど課長も言っておりましたけれども、規

模の問題ですとか、あるいは、どういうふうな施設になるのか、それらを検証しなければ、

はっきりした数字にならないだろうというふうに思っております。まだ、金額は確定ではな

いはずだというふうに理解しておりましたけれども、そのかわりに、私どもも言える意見は

述べてまいりたいなというふうに思っております。 

  ちなみに、私どもの火葬場で、今、使用していただくときには、たしか大人１体２万円

だったかなというふうに考えております。伊達市の場合には、今、１体、たしか8,000円

だったかなというふうに理解しておりましたが。伊達市も市民の対策等々がこれから出てこ

ようかと思いますけれども、私ども、また町内の方が伊達市で火葬されるというときに３万

7,000円を支払わなければならないのか、洞爺湖町の虻田火葬場を使うと２万円だというふ

うなことにもなっておりますので、そこら辺のことはまた、しっかりうちらのほうも検証し

ていかなければならないなというふうに思っております。というのは、仮に伊達でやらせて

もらう場合に、２万円と３万7,000円の差をどうするのかだとか、あるいは、今度は、近隣

の町村のご意見も伺っていかなければならないだろうなと。仮に隣町のほうでは私どもの火

葬場を利用していただいておりますが、やはり２万円の使用料をいただいております。町外

はたしか少し違ったかなと思いますが。それで、そのときに隣町の対応、それと一部事務組
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合になるということになりますと、同じ組合員同士ということで、そこら辺の歩調はどうい

うふうにするのかということも、当然、議論として出てこようかと思いますので、私どもの

町としての考え方をしっかり述べさせていただきたいなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長が答えられましたけれども、そのとおりなのです。伊達が

8,000円なのですよね。ところが、伊達の市議会では、この１体当たり３万7,000円という金

額の提示が今まで一度もされていなかったそうです。そういう中で、洞爺湖町とか豊浦です

ね、そういうところに行ったときに金額が出てくるわけですよ。 

  ですから、そういう何かこう、ちょっと理解しがたい部分があって、いずれにしても私が

問題にしているのは、今回のようなちょっと不原則的といいますか、一部事務組合に入って

はいるけれども、今回の火葬場の事業については、伊達市が中心となってこれまで整備計画

を立ててきていると。そうすると、まちごとには火葬場を持っているから、当面、自分たち

が持っている火葬場を利用するという方向で、この一部事務組合で進めようとしている火葬

場の事業計画に対して、どの程度、その構成自治体が口出しできるのかというところが非常

に心配なわけですよね。名前は連ねてはいるけれども、実質的にこの計画に直接かかわるで

もなく、そして、一緒になって検討する仕組みもあるのかどうかも全然見えないわけです。 

  何かしら、伊達市が中心となってつくったものをほかの市町村が後で利用させていただく

ような形になっていくと、結局、料金の設定段階でも、十分言うべきことが言えない。結

局、料金の設定というのは、施設の規模とか、あるいは、そういう窯の種類によっても変

わってくるのだろうと思うのです。あるいは、休憩室の広さとか、そういったものによって

は変わると思うのです。例えば、それら全体を含めて、本当に、今、地域にとって、これだ

けの規模のものが必要なのか。あるいは、こういうぐらいのグレードが必要なのかというよ

うな議論がどこでできるのかと。そういう機会があるのかと。 

  その辺が、機会がないまま、最終的に金額だけが提示されて、それでは、10年なら10年先

に洞爺湖町も入りますよと。今、決められた料金でやりますよなんてことにならないように

しなくてはいけないと思っているのです。 

  その辺をどういうふうにお考えなのかということで、やっぱりこれは、一部事務組合に入

る以上、言うべきことはきちんと言うし、情報公開も含めて、その一部事務組合の議会だけ

ではなくて、構成されている自治体の住民にも情報をしっかりと事前に公表し、意見を述べ

る機会を与えるということが必要だと思うのですが、町長はそういう決意を持っているかど

うか、もう一度、確認させてください。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 仮に一部事務組合、今、議決をいただくということになりますと、当

然、私どももそこの一員というふうになるわけですから、言うべきところは言わせていただ

くと、そういう覚悟を持って一部事務組合に加入していきたいというふうに思っておりま

す。 
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  また、情報公開の関係でございますが、これは、私どものまちだけでというふうなことに

なりますと、また語弊がありますので、その中で十分意見を言いながら、やはり、そういう

ものを公開していってもらいたいということは言っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第51号西胆振消防組合の共同処理する事務の変更及び西胆振消防組合規約

の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第51号西胆振消防組合の共同処理する事務の変更及び西胆振消防組合規

約の変更については、原案のとおり可決されました。 

  ここで、休憩いたします。 

  再開を２時20分とします。 

（午後 ２時１２分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時２１分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 次の議案に入る前に、先ほどの答弁の訂正がありますので、お願い

いたします。 

  皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 申しわけございません。先ほど議案第49号におきまして、６

番議員の立野議員からご質問がありました、認知症対応型グループホームの利用条件につき

まして、「要介護１以上の認定」というふうにお答えいたしましたが、要支援２以上の認定

者から利用できるということで、ご訂正のほう、お願い申し上げます。 

  大変失礼いたしました。 

○議長（佐々木良一君） それでは、以上で訂正を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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    ◎議案第52号及び議案第66号の一括上程、一括説明、一括質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、議案第52号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

について及び議案第66号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを一括して議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案第52号と第66号を一括してご提案させていただきま

す。 

  まず、議案第52号、ページ数は46ページでございます。 

  議案第52号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号）でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  歳入歳出予算の補正でございます。 

  第１条でございます。歳入歳出予算からそれぞれ3,671万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を76億4,461万3,000円とするものでございます。 

  第２条は、繰越明許費でございます。地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、第２表、繰越明許費によるものでございます。 

  第３条は、地方債の補正でございます。地方債の変更は、第３表、地方債補正によるもの

でございます。 

  議案書の50ページをお開き願います。 

  第２表の繰越明許費でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費で、事業名が、公有財産購入事業でございまして、652万

5,000円、これについては、洞爺地区のサンシャインの取得の関係の繰り越しでございま

す。 

  ４款衛生費、４項清掃費で、事業名が、廃棄物収集運搬車両整備事業でございます。金額

は、1,742万円でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費で、事業名は、農地耕作条件改善事業でございます。金額

は、792万円でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費で、事業名は、伏見橋整備事業でございます。金額は、

5,371万7,000円でございます。 

  ８款土木費、５項都市計画費で、事業名が、３・４・７海岸通整備事業でございます。金

額は、5,500万円でございます。 

  10款教育費、４項社会教育費で、事業名は、高砂貝塚保存整備事業でございます。金額

は、112万2,000円でございます。 

  15款災害復旧費、４項その他公共施設・公用施設災害復旧費で、事業名は、その他公共施

設・公用施設災害復旧事業でございます。金額は、678万3,000円でございます。 
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  なお、第３表、地方債補正の変更につきましては、事項別明細書の中でご説明させていた

だきます。 

  一般会計補正予算（第８号）の事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

  ５ページ、６ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款町税、２項１目固定資産税でございます。5,300万円を増額しております。決算見込

みにより１節の現年課税分で2,700万円、２節の滞納繰越分で2,600万円を増額しておりま

す。 

  ５項１目入湯税でございます。決算見込みにより２節の滞納繰越分で700万円を増額して

おります。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金でございます。常設保育所負担金

128万4,000円の減額でございます。 

  ２項分担金、１目農林水産業費分担金でございます。農地耕作条件改善事業分担金200万

円の計上でございます。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でございます。208万9,000円の

減額でございます。１節の心身障害者福祉費負担金で障害者自立支援給付費と障害者自立支

援医療費の減に伴う減額でございます。 

  ７ページ、８ページでございます。 

  ２節の児童福祉費負担金は、66万9,000円の増額、４節の国民健康保険基盤安定負担金で

は、保険者支援分交付決定により29万2,000円の増額でございます。 

  ２項国庫補助金、６目土木費国庫補助金でございます。501万2,000円を減額しておりま

す。１節の道路橋梁費補助金では、道路ストック総点検事業、洞爺２号線歩道整備、橋梁長

寿命化修繕事業の確定により減額、２節の都市計画費補助金では、海岸通整備事業の確定に

よる減額、３節の住宅費補助金では、公営住宅家賃減免に対する補助の確定から増額を計上

しております。 

  15款道支出金でございます。１項道負担金、１目民生費道負担金でございます。343万

4,000円を減額しております。２節の心身障害者福祉費負担金で、自立支援給付費と自立支

援医療費の減に伴う減額、３節の児童福祉費負担金は、58万9,000円の増額、５節の国民健

康保険基盤安定負担金では、軽減分交付決定により147万9,000円の減額でございます。 

  ９ページ、10ページでございます。 

  ７節の後期高齢者医療保険基盤安定負担金は、軽減分交付決定により減額をしておりま

す。 

  ２項道補助金、１目民生費道補助金でございます。10万8,000円を減額しております。４

節の医療助成費補助金では、重度心身障害者医療費の扶助費の減から減額、６節の保育所費

補助金は、多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金64万2,000円の計上でございます。３目

農林水産業費道補助金でございます。1,366万5,000円を減額しております。１節の農業費補
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助金で農地耕作条件改善事業補助金592万円を計上、３節の水産業費補助金では、ホタテ計

量器施設整備補助事業の確定に伴う減額を計上しております。４目商工費道補助金でござい

ます。20万円の増額でございます。文化センタートイレ改修事業費の確定による増額でござ

います。 

  17款１項寄附金、１目一般寄附金でございます。276万3,000円を増額しております。ふる

さと納税寄附金、一般寄附金による増額でございます。 

  18款１項１目繰入金でございます。4,000万円を減額しております。財政調整基金繰入金

4,000万円の減額でございます。 

  11ページ、12ページでございます。 

  20款諸収入、５項３目雑入でございます。171万9,000円の増額でございます。１節の雑入

では、支障物件移転補償金221万9,000円を計上しております。４節の高額療養費附加金は、

医療費の減に伴い、50万円を減額しております。 

  21款１項町債１目総務債でございます。洞爺高校校舎解体事業費の減に伴い、2,410万円

を減額するものでございます。２目民生債でございます。乳幼児等医療助成事業費の減に伴

い100万円を減額するものでございます。３目衛生債でございます。廃棄物収集運搬車両事

業費の減に伴い、1,030万円を減額するものでございます。６目土木債でございます。海岸

通整備事業の減に伴い、190万円を減額するものでございます。７目教育債でございます。

洞爺公民館解体事業費の減に伴い、50万円を減額するものでございます。 

  13ページ、14ページ、次に歳出でございます。 

  ２款の総務費、１項総務管理費、２目職員福利厚生費でございます。職員研修旅費の執行

残20万円を減額しているものでございます。３目公有財産管理費でございます。2,906万円

を減額しております。ブランド加工研究センター蒸気ボイラーの修繕費として128万9,000円

の増額、洞爺高校校舎解体工事及びＬＥＤ照明器具設置工事の執行残として2,738万3,000円

の減額、基金積立金におきましては、育英資金積立金への振替として、472万円の減額、み

んなの基金積立金175万4,000円の増による296万6,000円の減額でございます。４目物品集中

管理費でございます。庁用消耗品、事務機器等借上料で77万5,000円の増額でございます。

５目電子計算管理費でございます。225万4,000円を増額しております。通信運搬費で43万

3,000円の増額、北電柱の移設に伴い、共架している光ケーブルを移設する経費182万1,000

円の計上でございます。６目諸費でございます。ふるさと納税による寄附金の増に伴う謝

礼、返礼品でございます。経費107万5,000円を増額しております。７目財政会計管理費でご

ざいます。715万2,000円を増額しております。財務会計システム改修委託料58万4,000円、

特別交付税の過年度交付分精算に伴う返還金及び民生費国庫補助金過年度精算金の返還金で

656万8,000円を増額しております。８目企画費でございます。生活路線維持補助金の確定に

よる44万9,000円の増額でございます。 

  15ページ、16ページでございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目高齢者福祉費でございます。美沢団地緊急通報装置改
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修工事の執行残48万4,000円の減額でございます。３目心身障害者特別対策費でございま

す。610万円を減額しております。居宅介護等利用件数の減による自立支援給付費扶助170万

円の減額、対象入院者の減から自立支援更生医療給付費扶助を440万円減額しております。

４目介護保険費でございます。16万円を減額しております。介護保険特別会計における地域

支援事業等の減に伴い繰出金を減額しております。５目社会福祉施設費でございます。19万

9,000円を増額しております。なるか愛郷の家消防設備等の修繕料でございます。６目後期

高齢者医療費でございます。209万円の減額でございます。北海道後期高齢者医療広域連合

への負担金の確定による減額でございます。 

  ３項医療助成費、１目医療対策費でございます。3,200万円の減額でございます。国民健

康保険特別会計における保険基盤安定繰入金の確定及び決算見込みによるその他一般会計繰

入金の減に伴う減額でございます。２目重度心身障害者医療助成費で、対象医療費の減から

扶助費を200万円減額しております。 

  次に17ページ、18ページでございます。 

  ４目乳幼児等医療助成費で、対象医療費の減から扶助費を100万円減額しております。 

  ４項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。173万2,000円を増額しております。

とうやこ幼稚園に対する給付費で公定価格の変更による増額でございます。 

  ５項保育所費、２目常設保育所費でございます。93万4,000円を増額しております。燃料

費及び賄い材料等の増額によるものでございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生管理費でございます。515万8,000円を増額し

ております。洞爺ふれ愛センター暖房設備等の修繕で33万2,000円、周産期医療確保支援事

業負担金で32万6,000円の増額、簡易水道事業特別会計繰出金が450万円の増額でございま

す。 

  19ページ、20ページでございます。 

  ４項清掃費、１目清掃管理費でございます。1,176万3,000円を減額しております。リサイ

クルセンター花美館の稼働日数の減による電気料45万円の減額、廃棄物収集運搬処理委託料

の執行残43万3,000円の減額、廃棄物収集運搬車両購入費の確定による1,088万円の減額でご

ざいます。 

  ５項１目公害対策費でございます。水質・大気・臭気等調査測定委託料の執行残として19

万円の減額でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業管理費でございます。792万円の増額でござい

ます。農地耕作条件改善工事の増額でございます。５目農業研修センター費でございます。

45万5,000円の増額でございます。農業研修センター窓枠修繕の増額でございます。 

  次に21ページ、22ページでございます。 

  ３項水産業費、１目水産業振興費でございます。1,271万1,000円の減額でございます。虻

田漁港大磯分区水道管布設工事の執行残163万円の減額、漁業系廃棄物処理施設改修工事の

執行残235万8,000円の減額、ホタテ計量施設整備補助金の確定により1,896万5,000円の減
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額、ホタテ養殖用作業機器整備補助金の確定により62万円の減額、漁業系廃棄物処理施設運

営費補助金は雑物の増加などに伴い、1,086万2,000円の増額でございます。 

  ７款１項商工費、１目商工振興費でございます。トレイルセンターの電気料で28万円の増

額でございます。 

  ２項観光費、２目観光施設管理費でございます。洞爺小公園・浮見堂公園トイレの修繕料

として136万1,000円を増額しております。 

  23ページ、24ページでございます。 

  ８款土木費、１項土木管理費、２目車両管理費でございます。50万円を減額しておりま

す。車検費用等にかかわる手数料及び保険料の執行残を減額するものでございます。 

  ２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費でございます。985万円を減額しております。決算

見込みから街路灯、防犯灯、ロードヒーティングの電気料で400万円の減、橋梁実施設計及

び調査設計委託料の執行残として69万円を減、洞爺２号線歩道新設工事の執行残276万4,000

円の減、橋梁修繕工事の執行残で239万6,000円の減額でございます。 

  ３項１目河川費でございます。61万6,000円を減額しております。高砂川流末切替調査設

計委託料及びアケップナイ川浚渫工事の執行残による減額でございます。 

  25ページ、26ページでございます。 

  ５項都市計画費、１目都市計画管理費でございます。1,727万6,000円の増額でございま

す。高砂公園藤棚修繕の執行残22万4,000円の減、公共下水道事業特別会計繰出金1,750万円

の増額でございます。２目街路事業費でございます。346万8,000円の減額でございます。海

岸通整備事業費の確定により委託料で520万円の減額、工事請負費で300万円の増額、公有財

産購入費で126万8,000円の減額でございます。 

  ６項住宅・建築費、２目住宅管理費でございます。町営住宅管理人報酬で13万4,000円の

増額でございます。 

  ９款１項１目消防費でございます。1,709万4,000円を減額しております。西胆振消防組合

の平成27年度負担金の精算による減でございます。２目災害対策費でございます。255万

8,000円を減額しております。危機管理専門員の賃金・社会保険料の減及びアンケート調査

郵送料の執行残分の減額でございます。 

  27ページ、28ページでございます。 

  10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費でございます。573万円を増額しておりま

す。指定寄附金収入分を育英資金の基金へ積み立てをするものでございます。３目諸費でご

ざいます。173万6,000円を減額しております。教育推進事業における消耗品12万5,000円の

増額、スクールバス購入執行残として186万1,000円の減額でございます。 

  ２項小学校費、１目小学校管理費でございます。303万2,000円を増額しております。燃料

費の単価上昇などに伴う増額でございます。 

  ３項中学校費、１目中学校管理費でございます。93万5,000円を増額しております。燃料

費の単価上昇などに伴う増額でございます。２目教育振興費でございます。75万9,000円を
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増額しております。新入学児童生徒学用品費扶助で入学前に支給を行うための計上でござい

ます。 

  ４項社会教育費、３目社会教育施設費でございます。32万円の減額でございます。母と子

の館、ふれ合いセンターの燃料費、洞爺湖芸術館の燃料費及び通信運搬費の増、洞爺公民館

解体工事の執行残分の減額、洞爺総合センター嘱託職員賃金の減額によるものでございま

す。 

  29ページ、30ページでございます。 

  ５項保健体育費、２目体育施設費でございます。40万円を増額しております。単価上昇に

伴うあぶた体育館燃料費の増額及びボイラー・煙突修繕による増額でございます。３目給食

施設費でございます。80万円を減額しております。虻田給食センターの燃料費の増額及び蒸

気管漏水等修繕費等の計上でございます。 

  12款１項１目給与費でございます。220万円の増額でございます。給与で退職・休職によ

る執行残として110万円の減額、共済費で負担率の変更による330万円を増額しております。 

  31ページ、32ページでございます。 

  14款予備費でございます。予備費につきましては、3,618万円の増額ということでござい

ます。 

  これが議案第52号でございます。 

  続いて、議案第66号でございます。 

  追加議案の１ページでございます。 

  議案第66号でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号）でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ507万円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ76億4,968万3,000円とするものでございます。 

  それでは、第９号の事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

  ５ページ、６ページ、歳入でございます。 

  17款１項寄附金、１目一般寄附金につきましては、507万円の増額でございます。寄附金

による増額でございます。 

  ７ページ、８ページ、歳出でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、３目公有財産管理費で、500万円の増額でございます。寄

附金につきましては、みんなの基金へ積み立てをするものでございます。 

  10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費で、７万円の増額でございます。寄附金につ

きましては、育英資金の基金へ積み立てをするものでございます。 

  以上が第66号でございます。 

  第52号、第66号、あわせてご提案をさせていただきます。 
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○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、一括して質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） １件だけ確認させていただきたいのですが、事項別明細でいきます

と、27ページの教育扶助の関係です。 

  新入学児童生徒学用品の扶助ということで、今回、新入学前に支給をするということで補

正をされたということなのだと思いますが、ちょっと確認なのですけれども、実は、政府予

算では、2017年、新年度ですね。新年度に要保護児童についてですが、児童生徒の学用品等

の単価引き上げを行いました。入学準備金についても同様に引き上げ、準要保護についても

これに準じて引き上げをするということで、一応、交付税の中にそれを算入するというふう

になっているわけですが、これは、それを見越した支給額になっているのかどうか。つま

り、入学準備金の支給額が新年度予算において引き上げられるということを前提にして、対

象としているのかどうかということだけ確認させてください。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 今、議員がおっしゃられましたとおり、国のほうでは、平成29年

度、この入学準備金等の支給額をアップするという状況になって、中学校でいきますと、今

まで２万3,550円だったのですが、それが４万7,400円になるということでございます。 

  今回、補正させていただきましたのは、私ども、本来であれば29年度の中で実施するべき

ものを、28年度に前倒しして支給するということでございますので、29年度の改正内容に合

わせて、今回は補正させていただいております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 19ページ、農林水産業費、農業費、農業管理費で、農地耕作条件改善

工事792万円、全額を繰り越していますが、どんな事業で、いつごろやったのか、お聞かせ

ください。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） 事業内容につきましては、農地の暗渠排水の工事を実施する

予定でございます。 

  工事につきましても、畑作の収穫が終わった後に、工事のほうを進めていこうというふう

な形で考えております。秋です。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  そのほか、質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論と採決をそれぞれ行います。 
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  まず、議案第52号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算について討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第52号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを採決しま

す。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第52号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算については、原案の

とおり可決されました。 

  次に、議案第66号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算について討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第66号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを採決しま

す。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第66号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算については、原案の

とおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、議案第53号平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別

会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、52ページでございます。 

  議案第53号平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）でござい

ます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算それぞれ9,681万1,000円を
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減額し、歳入歳出予算の総額を15億9,408万円とするものでございます。 

  それでは、事項別明細書により、ご説明をさせていただきます。 

  国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の事項別明細書でございます。 

  ４ページ、５ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金でございます。2,074万9,000

円を減額しております。保険給付費等の減に伴い減額しております。２目高額医療費共同事

業負担金でございます。33万1,000円を増額しております。標準高額医療費共同拠出金の増

に伴い増額をしております。 

  ２項国庫補助金、１目普通調整交付金でございます。2,133万5,000円を減額しておりま

す。保険給付費等の減に伴い、減額をしております。 

  ３款１項１目療養給付費交付金でございます。1,488万4,000円を減額しております。退職

被保険者保険給付費の減に伴い、現年度分を減額しております。 

  ４款１項１目前期高齢者交付金でございます。2,541万3,000円を増額しております。交付

金の額から増額をしております。 

  ６ページ、７ページでございます。 

  ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金でございます。33万1,000

円を増額しております。標準高額医療費共同拠出金の増による決算見込みからの増額でござ

います。 

  ２項道補助金、１目財政調整交付金でございます。613万9,000円を減額しております。保

険給付費等の減に伴い、減額しているものでございます。 

  ６款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金でございます。1,394万円を増

額しております。２目保険財政共同安定化事業交付金でございます。4,171万9,000円を減額

しております。交付金の確定から減額をしているものでございます。 

  ８款１項繰入金、１目保険基盤安定繰入金でございます。158万2,000円を減額しておりま

す。軽減分、支援分とも確定による増・減額でございます。 

  ８ページ、９ページでございます。 

  ５目その他一般会計繰入金でございます。3,041万8,000円を減額しております。決算見込

みから減額をしているものでございます。 

  10ページ、11ページ、歳出でございます。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費でございます。2,500万円

を減額しております。診療報酬支払金の決算見込みによる減額でございます。２目退職被保

険者等療養給付費でございます。1,000万円を減額しております。診療報酬支払金の決算見

込みによる減額でございます。３目一般被保険者療養費及び４目退職被保険者等療養費は、

財源補正でございます。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費でございます。150万円を減額しておりま
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す。決算見込みによる減額でございます。２目退職被保険者等高額療養費でございます。

400万円を減額しております。これも、決算見込みによる減額でございます。 

  12ページ、13ページでございます。 

  ３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者等高額介護合算療養費は財源

補正でございます。 

  ３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金でございます。1,085万7,000円を減

額しております。支援金の確定から減額をしているものでございます。 

  ４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金は財源補正でございます。 

  14ページ、15ページでございます。 

  ６款１項１目介護納付金でございます。540万2,000円を減額しております。納付金の確定

により減額をしております。 

  ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金でございます。132万7,000円を

増額しております。拠出金の確定による増額でございます。２目保険財政共同安定化事業拠

出金でございます。2,015万1,000円を減額しております。拠出金の確定により減額をしてお

ります。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金でございます。499万9,000円を増

額しております。過年度の療養給付費等負担金等の精算による償還金を増額しております。 

  16ページ、17ページでございます。 

  12款予備費につきましては、2,622万7,000円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第53号平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算について

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第53号平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算につい
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ては、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議案第54号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特

別会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書55ページでございます。 

  議案第54号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）でござ

います。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出の補正でございますが、歳入歳出予算からそれぞれ1,080万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を７億9,217万円とするものでございます。 

  第２条は、地方債の補正でございます。地方債の変更は、第２表、地方債補正によるもの

でございます。変更内容については、事項別明細書の中でご説明させていただきます。 

  それでは、公共下水道の事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

  歳入、４ページ、５ページでございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料でございます。150万円を減額し

ております。業務用一般下水使用料を決算見込みから減額するものでございます。 

  ５款１項１目繰入金でございます。1,750万円を増額しております。資本費平準化債の確

定から一般会計繰入金を増額しております。 

  ８款１項町債、１目下水道債でございます。2,680万円を減額しております。借入額の確

定に伴う減額でございます。 

  ６ページ、７ページ、歳出でございます。 

  １款公共下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費でございます。資産台帳設定委託

料の執行残として70万円を減額しております。２目公共下水道施設維持管理費でございま

す。830万円を減額しております。光熱水費、修繕料を決算見込みから減額、下水道管清掃

業務委託の執行残について減額をしているものでございます。３目特定環境保全下水道施設

維持管理費でございます。脱水汚泥運搬・処理委託料、執行残の減額でございます。４目浄

化槽設置整備事業費でございます。決算見込みにより130万円の減額でございます。 

  ２款１項公債費、１目元金は財源補正でございます。２目利子でございます。20万円を減

額しております。一時借入金の執行残を減額するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第54号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につい

てを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第54号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につ

いては、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、議案第55号平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計

補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書59ページになります。 

  議案第55号でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算からそれぞれ196万6,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を10億7,532万5,000円とするものでございます。 

  それでは、事項別明細書でご説明させていただきます。 

  介護保険特別会計の事項別明細書、４ページ、５ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料でございます。決算見込みにより30

万3,000円を減額しております。 

  ２款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域支援事業交付金でございます。53万9,000円

を減額しております。対象事業費の減額によるものでございます。 

  ３款道支出金、２項道補助金、１目地域支援事業交付金でございます。27万円を減額して
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おります。対象事業費の減額によるものでございます。２目権利擁護人材育成事業費補助金

でございます。69万4,000円を減額しております。交付額の決定による減額でございます。 

  ６款繰入金、１項一般会計繰入金、２目地域支援事業繰入金でございます。16万円を減額

しております。対象経費の減からの減額でございます。 

  ６ページ、７ページでございます。 

  歳出でございます。 

  ３款地域支援事業費、２項１目包括的支援事業費でございます。196万6,000円を減額して

おります。決算見込みによる給与、退職手当、共済費の減及び介護予防支援事業委託料、家

族介護用品支給について利用減等から減額をしているものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第55号平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第55号平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算について

は、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、議案第56号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別

会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書62ページになります。 

  議案第56号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）でござい

ます。 
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  平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  今回は、歳入予算のみにおける補正で、補正額はゼロ円となります。 

  第２条は、地方債の補正でございます。地方債の変更は、第２表、地方債補正によるもの

でございます。変更内容につきましては、事項別明細の中でご説明させていただきます。 

  それでは、事項別明細書４ページ、５ページでございます。 

  ３款１項繰入金、１目一般会計繰入金でございます。450万円を増額しております。簡易

水道事業債の確定に伴う増額でございます。 

  ６款１項町債、１目簡易水道債でございます。簡易水道事業債の確定に伴い、450万円を

減額するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第56号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算について

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第56号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、議案第57号平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特

別会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） ページは、65ページでございます。 

  議案第57号平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）でござ
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います。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出の補正でございます。歳入歳出予算からそれぞれ138万5,000円を減額

し、歳入歳出予算総額を１億5,703万2,000円とするものでございます。 

  事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

  後期高齢者医療特別会計事項別明細書でございます。 

  ４ページ、５ページでございます。 

  歳入でございます。 

  １款１項１目後期高齢者医療保険料でございます。70万5,000円を増額しております。決

算見込みからの増額でございます。 

  ２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目保険基盤安定繰入金でございます。135万9,000円

を減額しております。決算見込みによる減額でございます。３目その他一般会計繰入金でご

ざいます。73万1,000円を減額しております。事務費繰入金の決算見込みによる減額でござ

います。 

  ６ページ、７ページ、歳出でございます。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。138万5,000円を減額しており

ます。納付金の減額分でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第57号平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につい

てを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第57号平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いては、原案のとおり可決されました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第15、議案第58号平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正

予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書68ページでございます。 

  議案第58号平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

  第１条、平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  第２条でございますが、予算第３条の支出の予定額を次のとおり補正するものでございま

す。支出だけの補正でありまして、第１項営業費用で405万円を減額し、第３項特別損失を

405万円増額とするものでございます。 

  第３条でございますが、予算第４条の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を

4,808万1,000円に改め、資本的収入及び支出額を次のとおり補正するものでございます。資

本的収入では、第１項企業債で1,270万円の減額、第２項負担金で210万円を増額し、7,940

万円とするものでございます。資本的支出で、第２項建設改良費で1,050万円を減額し、１

億2,748万1,000円とするものでございます。 

  補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。 

  １ページでございます。 

  収益的支出でございます。 

  １款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費でございます。326万円を減額し

ております。動力費の減額でございます。５目資産減耗費でございます。79万円を減額して

おります。固定資産除却費の減額でございます。 

  ３項特別損失、１目過年度損益修正損でございます。405万円の増額でございます。 

  ２ページになりますが、資本的収支でございます。 

  眺湖通整備に伴う配水管移設工事の確定に伴う補正でございます。 

  １款資本的収入、１項１目企業債でございます。1,270万円を減額しております。 

  ２項負担金、１目負担金でございます。210万円の増額でございます。 

  １款資本的支出、２項建設改良費、１目上水道施設増補改良工事費でございます。1,050

万円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第58号平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算についてを採決し

ます。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第58号平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算については、原

案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君）  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時２１分） 
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